
 
 

令和６年度 垂水区地域包括支援センター運営協議会 

 

日時：令和６年８月２日（金）14：00 ～ 15：00 

場所：垂水区役所１階 大会議室 

                

会  次  第 

 

１． 開会 

 

２． 議題  

（１） 令和５年度あんしんすこやかセンター運営状況について 

  各センターの月別実績報告書（資料１-１） 

  センター連絡会等の実施状況（資料１-２） 

（２） 令和６年度あんしんすこやかセンター事業計画書について（資料２） 

【以下非公開】 

（３） 地域包括ケア充実のための事業目標について（資料３） 

（４） 特定事業所へのサービス集中率について（資料４） 

（５） その他 

 

３． 閉会 



敬称略

所属団体等 委員名 所属機関・団体名

神戸市老人福祉施設連盟 服部
はっとり

 陽子
よ う こ

特別養護老人ホーム ふるさと

神戸介護老人保健施設協会 黒坂
くろさか

 武弘
たけひろ

介護老人保健施設 みどりの丘

神戸市民間病院協会 緒方
お が た

 由美
ゆ み

神戸掖済会病院

神戸市シルバーサービス事業者連絡会 宮下
みやした

 泰
やす

友
とも

株式会社サポートクラブゆう

神戸市医師会 鈴木
す ず き

 壽彦
ひさひこ

すずき脳神経外科・認知症クリニック

神戸市歯科医師会 木村
き む ら

 𠮷
よし

伸
のぶ

きむら歯科医院

神戸市薬剤師会 山本
やまもと

 智史
さとし

垂水誠貫堂薬局

神戸市民生委員児童委員協議会 松尾
ま つ お

 智津子
ち づ こ

垂水区民生委員児童委員協議会

神戸市婦人団体協議会 小野
お の

 愛子
あ い こ

垂水区婦人団体協議会

垂水区社会福祉協議会 唐津
か ら つ

 史朗
し ろ う

垂水区社会福祉協議会

垂水区保健福祉部 山本
やまもと

 優理
ゆ り

垂水区保健福祉部

令和６年度 垂水区地域包括支援センター運営協議会 委員名簿 

                場所：垂水区役所１階大会議室
日時：令和６年８月２日（金）午後２時〜午後３時



センタ ー名 該当ページ 高齢者数 高齢化率

神戸市 2 434,947 29.1%

垂水区全体 4 65,136 30.8%

桃山台あんし んすこ やかセンタ ー 7 4,848 34.1%

塩屋あんし んすこ やかセンタ ー 8 5,117 31.1%

東垂水あんし んすこ やかセンタ ー（ ※１ ） 6,613 33.3%

東垂水あんし んすこ やかセンタ ー（ ※２ ） 4,307 29.9%

垂水名谷あんし んすこ やかセンタ ー 10 7,335 29.9%

平磯あんし んすこ やかセンタ ー 11 3,023 29.3%

本多聞あんし んすこ やかセンタ ー（ ※３ ） 9,417 35.9%

本多聞あんし んすこ やかセンタ ー（ ※４ ） 4,956 31.1%

舞子台あんし んすこ やかセンタ ー 13 6,294 25.7%

神陵台あんし んすこ やかセンタ ー 14 5,904 24.9%

舞子あんし んすこ やかセンタ ー 15 7,322 33.7%

※市外転出入・死亡により、数が一致しない場合がある。

・圏域別高齢者数（令和6年3月31日現在）

・センター別実数  （令和6年3月31日現在）

※１：青山台、東垂水町（中、西）、塩屋町６丁目、美山台、乙木、王居殿、城が山、泉が丘、東垂水

※３：学が丘、本多聞、舞多聞東１丁目、小束山本町、小束山、小束山手、多聞町字小束山、名谷町（概ね小束山以北）

※４：星が丘、星陵台、清水が丘、舞子坂、舞子陵

※２：山手２～８丁目、大町、高丸３・４丁目、野田通、馬場通、瑞穂通、清水通、御霊町、中道２～６丁目、
       坂上２～５丁目、川原２～５丁目、福田、向陽
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あんし んすこ やかセンタ ー月別実績報告書
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資料１－１



令和５年度　実績報告書（全市）
1．相談対応実績件数及び人数 

塩屋
あん
しん
すこ
やか
セン
ター

垂水
　　

介護
相談

入所・
退所
相談

認知症
に関する

相談

実態
把握

介護保
険外

サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見
制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

ケアマネ
ジメント
支援

困難
事例
対応

53,319 7,413 14,549 9,299 2,490 93 72,187 891 131 5,234 281 14,463 9,086 2,314 4,821 9,650 206,221

2,727 263 674 474 113 3 2,555 7 0 288 10 437 470 58 126 511 8,716

13,543 1,412 2,816 1,017 914 298 3,652 173 9 419 29 1,654 769 1,358 9,646 1,458 39,167

774 93 154 54 45 14 164 4 0 27 2 64 39 14 350 100 1,898

11,317 1,027 3,933 7,443 1,157 810 29,122 504 26 1,381 108 2,192 2,544 3,487 14,721 2,344 82,116

477 37 177 249 41 29 763 8 4 75 6 78 98 54 383 139 2,618

2,459 437 1,347 1,213 320 24 4,507 135 16 1,594 58 1,315 1,048 5,505 1,500 2,319 23,797

110 18 58 61 14 3 215 2 1 54 4 52 57 141 56 270 1,116

80,638 10,289 22,645 18,972 4,881 1,225 109,468 1,703 182 8,628 476 19,624 13,447 12,664 30,688 15,771 351,301

3% 8% -1% -1% 18% -5% -2% -10% -10% 0% 59% 2% -10% -5% -6% 11% 0%

1,034 132 290 243 63 16 1,403 22 2 111 6 252 172 162 393 202 4,504

4,088 411 1,063 838 213 49 3,697 21 5 444 22 631 664 267 915 1,020 14,348

5% 19% -6% -7% 57% 48% -18% -40% -50% -2% 47% -5% -11% -19% 7% 21% -3%

52 5 14 11 3 1 47 0 0 6 0 8 9 3 12 13 184

31,819 3,653 6,030 6,570 2,541 1,021 14,758 388 23 648 254 5,436 1,153 2,953 24,917 4,834 -

5% 8% 4% 3% 17% -2% -2% -11% -21% 0% 59% 9% -5% -17% -8% 4% -

408 47 77 84 33 13 189 5 0 8 3 70 15 38 319 62 -

電話
うち時間外対応

来所
うち時間外対応

訪問
うち時間外対応

前年度比
1圏域あたり（件）

③相談対応実人数

前年度比
1圏域あたり（人）

　※「うち時間外対応件数」とは、センターの開設時間外（休日、祝日を含む）に受付・対応した件数

その他
うち時間外対応

①相談対応延べ件数

資料１-１

総合相談支援
介護予防支
援・介護予
防ケアマネ
ジメント

権利擁護
包括的・継続的
ケアマネジメント

地域支
え合い
活動推
進業務

認定
申請

その
他 合計

前年度比
1圏域あたり（件）

②うち時間外対応件数

2

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

①相談対応延べ件数 ③相談対応実人数

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

②うち時間外対応件数

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

R4年度 R5年度

介護予防

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

R4年度 R5年度

介護予防

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

①相談対応延べ件数 ③相談対応実人数

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

②うち時間外対応件数

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

R4年度 R5年度

介護予防

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

R4年度 R5年度

介護予防

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

①相談対応延べ件数 ③相談対応実人数

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

②うち時間外対応件数

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

R4年度 R5年度

介護予防

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

R4年度 R5年度

介護予防

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ
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20000

40000
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80000
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140000

160000

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

①相談対応延べ件数 ③相談対応実人数
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総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

②うち時間外対応件数

0
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120000
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160000

R4年度 R5年度

介護予防
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介護予防

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ



２．苦情件数（再掲）

３．広報啓発・緊急対応

件 件

件 件

４．介護予防ケアマネジメント

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

件 件

人 人

件 件

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

3

合計

延件数 28 42 24 3 3 100

センター
えがお
の窓口

サービス事業者 介護保険制度全般 その他

2.0

モニタリング
サービス

担当者会議

98

実施内容 令和5年度 前年度比 1圏域あたり

広報・啓発 対象人数 276,678 7.0% 3,547.2

実人数 28 40 24 3 3

回数 230,557 29,787

実施内容 令和5年度 前年度比

緊急対応件数（事故対応等） 件数 159 15.2%

1圏域あたり

地域ケア会議

開催数 197 -3.0% 2.5

参加人数 3,778 5.7% 48.4

(内訳）協議体開催数 64 -12.3% 0.8

地域ケア会議打ち合わせ
開催数 212 -19.7% 2.7

参加人数 681 -3.8% 8.7

自センター主催の会議等
開催数 487 -7.6% 6.2

参加人数 5,670 -2.4% 72.7

小地域支え合い連絡会
開催数 694 2.2% 8.9

参加人数 7,642 10.1% 98.0

行政等主催の会議等
開催数 3,610 4.7% 46.3

参加職員数 4,553 4.2% 58.4

地域主催の会議等
開催数 6,647 13.0% 85.2

参加職員数 8,864 4.6% 113.6

ケアマネ等研修会
開催数 265 5.2% 3.4

参加人数 2,310 11.9% 29.6

介護リ フレッシュ教室
開催数 412 0.7% 5.3

参加人数 3,286 10.5% 42.1

運営推進会議
開催数 1,105 117.1% 14.2

参加職員数 1,202 100.7% 15.4

研修
回数 1,563 -1.0% 20.0

受講職員数 2,518 5.7% 32.3

他機関との連絡調整 件数 69,135 -7.9% 886.3

住民主体活動の後方支援
参加回数 1,175 -8.1% 15.1

参加職員数 1,818 0.1% 23.3



令和５年度　実績報告書（垂水区）
1．相談対応実績件数及び人数 

塩屋
あん
しん
すこ
やか
セン
ター

垂水
　　

介護
相談

入所・
退所
相談

認知症
に関する

相談

実態
把握

介護保
険外

サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見
制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

ケアマネ
ジメント支援

困難
事例
対応

4,829 433 2,990 3,414 277 38 6,088 128 40 489 21 2,212 1,254 133 453 401 23,200

104 9 189 210 6 0 238 4 0 31 1 87 26 3 22 19 949

760 68 275 210 39 9 219 14 0 50 1 116 27 26 706 33 2,553

25 4 7 10 2 0 5 0 0 2 0 5 0 0 22 3 85

973 79 947 1,402 140 165 3,958 89 6 166 9 387 256 67 2,280 71 10,995
28 3 49 46 3 3 40 2 4 9 0 10 7 0 55 5 264

117 21 219 253 24 0 353 16 3 135 5 116 86 84 80 29 1,541

5 1 20 19 2 0 18 0 1 2 0 9 1 1 3 2 84

6,679 601 4,431 5,279 480 212 10,618 247 49 840 36 2,831 1,623 310 3,519 534 38,289

-4% 5% -6% -3% 0% -5% 1% -26% 308% 4% -10% -12% -37% -35% -13% -14% -7%

607 55 403 480 44 19 965 22 4 76 3 257 148 28 320 49 3,481

162 17 265 285 13 3 301 6 5 44 1 111 34 4 102 29 1,382

56% -11% -2% -1% 44% -75% -4% -68% 67% -19% - -10% -78% 300% 24% 7% -6%

15 2 24 26 1 0 27 1 0 4 0 10 3 0 9 3 126

3,192 261 869 1,221 286 162 1,701 54 3 81 28 1,105 98 136 3,073 263 -

3% -7% -2% 7% 12% 5% -9% -13% 50% -12% 65% 11% -41% -28% -13% -4% -
290 24 79 111 26 15 155 5 0 7 3 100 9 12 279 24 -

資料１-１

③相談対応実人数

前年度比
1圏域あたり（人）

　※「うち時間外対応件数」とは、センターの開設時間外（休日、祝日を含む）に受付・対応した件数

4

①相談対応延べ件数

前年度比
1圏域あたり（件）

②うち時間外対応件数

前年度比
1圏域あたり（件）

うち時間外対応

その他

うち時間外対応

来所

うち時間外対応

訪問

電話
うち時間外対応

総合相談支援
介護予
防支援・
介護予
防ケアマ
ネジメン
ト

権利擁護
包括的・継続的
ケアマネジメント 地域支え

合い活
動推進
業務

認定
申請

その
他

合計

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

①相談対応延べ件数 ③相談対応実人数

0

100

200

300

400

500

600

700

800

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

総合相談 権利擁護 包括的継続的 地域支え合い活動推進

業務

認定申請 その他

②うち時間外対応件数

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

R4年度 R5年度

介護予防
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300

400

500

600

700

800

R4年度 R5年度

介護予防

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ



２．苦情件数（再掲）

３．広報啓発・緊急対応

件 件

件 件

４．介護予防ケアマネジメント

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

件 件

人 人

件 件

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

5

他機関との連絡調整 件数 6,905 5.4% 627.7

住民主体活動の後方支援
参加回数 112 -22.8% 10.2

参加職員数 142 -36.3% 12.9

研修
回数 115 -24.3% 10.5

受講職員数 257 -16.0% 23.4

運営推進会議
開催数 226 172.3% 20.5

参加職員数 233 150.5% 21.2

介護リ フレッシュ教室
開催数 52 -3.7% 4.7

参加人数 393 2.6% 35.7

ケアマネ等研修会
開催数 21 61.5% 1.9

参加人数 284 27.9% 25.8

地域主催の会議等
開催数 394 22.7% 35.8

参加職員数 553 29.8% 50.3

行政等主催の会議等
開催数 194 -14.9% 17.6

参加職員数 285 -14.2% 25.9

小地域支え合い連絡会
開催数 71 -1.4% 6.5

参加人数 808 -21.3% 73.5

自センター主催の会議等
開催数 17 -55.3% 1.5

参加人数 168 -76.4% 15.3

地域ケア会議打ち合わせ
開催数 12 -40.0% 1.1

参加人数 36 -41.0% 3.3

1圏域あたり

地域ケア会議

開催数 27 -10.0% 2.5

参加人数 431 -5.7% 39.2

(内訳）協議体開催数 9 -35.7% 0.8

回数 35,315 4,910

実施内容 令和5年度 前年度比

緊急対応件数（事故対応等） 件数 26 36.8% 2.4

モニタリング
サービス

担当者会議

18

実施内容 令和5年度 前年度比 1圏域あたり

広報・啓発 対象人数 9,516 -21.1% 865.1

実人数 4 11 3 0 0

合計

延件数 4 11 3 0 0 18

センター
えがお
の窓口

サービス事業者 介護保険制度全般 その他



466 資料１－１

月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 4,829 433 2,990 3,414 277 38 6,088 128 40 489 21 2,212 1,254 133 453 401 23,200

うち時間外対応 104 9 189 210 6 0 238 4 0 31 1 87 26 3 22 19 949

来所 760 68 275 210 39 9 219 14 0 50 1 116 27 26 706 33 2,553

うち時間外対応 25 4 7 10 2 0 5 0 0 2 0 5 0 0 22 3 85

訪問 973 79 947 1,402 140 165 3,958 89 6 166 9 387 256 67 2,280 71 10,995

うち時間外対応 28 3 49 46 3 3 40 2 4 9 0 10 7 0 55 5 264

その他 117 21 219 253 24 0 353 16 3 135 5 116 86 84 80 29 1,541

うち時間外対応 5 1 20 19 2 0 18 0 1 2 0 9 1 1 3 2 84

合計 6,679 601 4,431 5,279 480 212 10,618 247 49 840 36 2,831 1,623 310 3,519 534 38,289

うち時間外対応 162 17 265 285 13 3 301 6 5 44 1 111 34 4 102 29 1,382

実人数 4,308 391 1,574 2,548 354 182 5,606 89 5 247 31 1,666 241 217 3,259 362 21,080

うち新規人数 3,192 261 869 1,221 286 162 1,701 54 3 81 28 1,105 98 136 3,073 263 12,533

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 27 参加人数 431

延件数 4 11 3 0 0 18 開催数 9

実人数 4 11 3 0 0 18 回数 12 参加人数 36

会議数 17 参加人数 168

３．広報啓発・緊急対応 開催数 71 参加人数 808

回数 440 対象人数 9,516 会議数 194 参加職員数 285

回数 231 対象人数 3,866 会議数 394 参加職員数 553

件数 26 開催数 21 参加人数 284

開催数 52 参加人数 393

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 226 参加職員数 233

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 115 受講職員数 257

845 28 817 198 36 6 参加回数 112 参加職員数 142

1,098 28 1,070 166 47 5 件数 6,905

0 0 0 開催数 239

予防給付 2,428 35 2,393 674 129 12

モニタリング 回数 35,315 4,910回数

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

セルフ型
（要介護者含む）

（内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

サービス担当者会議

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

センター番号： 08

センター名： 垂水区

令和5年度 年間

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

権利擁護
包括的・
継続的ケ
アマネジ

メント

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

６



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 517 19 105 15 29 3 537 1 0 29 3 686 29 16 226 88 2,303

うち時間外対応 26 0 3 0 2 0 6 0 0 1 0 7 1 0 14 5 65

来所 73 5 21 2 3 1 33 0 0 2 0 8 2 0 70 3 223

うち時間外対応 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 23

訪問 158 2 37 30 12 23 307 3 0 7 1 8 7 4 198 12 809

うち時間外対応 2 0 2 0 0 0 7 0 0 1 0 0 1 0 8 2 23

その他 8 1 21 3 6 0 15 0 0 26 1 19 26 0 7 3 136

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4

合計 756 27 184 50 50 27 892 4 0 64 5 721 64 20 501 106 3,471

うち時間外対応 34 0 8 0 2 0 16 0 0 2 0 9 2 0 35 7 115

実人数 464 21 93 14 36 23 382 3 0 26 5 553 26 16 375 80 2,117

うち新規人数 408 19 68 10 32 23 231 2 0 8 4 444 8 13 344 70 1,684

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 2 参加人数 36

延件数 0 0 0 0 0 0 開催数 0

実人数 0 0 0 0 0 0 回数 0 参加人数 0

会議数 0 参加人数 0

３．広報啓発・緊急対応 開催数 10 参加人数 127

回数 15 対象人数 506 会議数 21 参加職員数 28

回数 2 対象人数 44 会議数 53 参加職員数 57

件数 0 開催数 1 参加人数 6

開催数 4 参加人数 28

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 20 参加職員数 20

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 17 受講職員数 17

27 0 27 1 0 0 参加回数 2 参加職員数 2

101 2 99 6 0 0 件数 619

0 0 0 開催数 8

予防給付 163 1 162 34 0 1

モニタリング 回数 4,062 364

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む）

（内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 59

センター名： 桃山台あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

７



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 318 32 89 7 9 0 135 0 0 14 1 141 21 11 4 29 811

うち時間外対応 10 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 21

来所 50 7 7 1 1 0 18 1 0 0 0 8 0 7 76 5 181

うち時間外対応 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 14

訪問 90 8 38 30 5 16 85 0 0 5 1 16 17 11 172 7 501

うち時間外対応 4 1 1 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 7 0 21

その他 5 5 1 1 0 0 2 0 0 10 1 2 10 1 25 0 63

うち時間外対応 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 463 52 135 39 15 16 240 1 0 29 3 167 48 30 277 41 1,556

うち時間外対応 19 4 2 2 1 0 7 0 0 0 0 6 1 0 12 3 57

実人数 343 32 79 26 12 16 181 1 0 14 3 128 18 28 266 37 1,184

うち新規人数 227 19 27 16 9 12 82 1 0 6 3 74 3 23 260 20 782

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 6 参加人数 137

延件数 0 1 0 0 0 1 開催数 4

実人数 0 1 0 0 0 1 回数 0 参加人数 0

会議数 0 参加人数 0

３．広報啓発・緊急対応 開催数 2 参加人数 45

回数 102 対象人数 970 会議数 25 参加職員数 34

回数 68 対象人数 862 会議数 44 参加職員数 62

件数 0 開催数 3 参加人数 36

開催数 5 参加人数 22

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 14 参加職員数 16

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 19 受講職員数 20

60 1 59 15 0 0 参加回数 15 参加職員数 15

74 0 74 6 0 0 件数 329

0 0 0 開催数 2

予防給付 163 4 159 40 0 3

モニタリング 回数 2,796 325

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む） （内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 60

センター名： 塩屋あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

８



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 803 31 127 12 7 1 52 6 0 35 2 29 31 27 17 23 1,203

うち時間外対応 24 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 2 2 39

来所 70 5 13 0 1 0 6 1 0 6 0 0 4 0 46 2 154

うち時間外対応 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9

訪問 196 11 38 62 6 37 227 10 0 10 0 6 76 5 479 3 1,166

うち時間外対応 9 0 2 4 1 1 9 0 0 1 0 0 4 0 20 1 52

その他 13 3 5 0 3 0 3 1 0 24 3 2 3 2 19 3 84

うち時間外対応 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

合計 1,082 50 183 74 17 38 288 18 0 75 5 37 114 34 561 31 2,607

うち時間外対応 40 2 4 4 2 1 10 0 0 3 1 1 7 1 24 3 103

実人数 847 36 135 52 16 38 262 11 0 28 3 15 42 32 549 25 2,091

うち新規人数 664 31 103 49 16 37 226 7 0 9 3 14 24 29 515 25 1,752

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 2 参加人数 35

延件数 0 0 0 0 0 0 開催数 0

実人数 0 0 0 0 0 0 回数 0 参加人数 0

会議数 3 参加人数 37

３．広報啓発・緊急対応 開催数 12 参加人数 150

回数 34 対象人数 2,427 会議数 36 参加職員数 69

回数 5 対象人数 80 会議数 58 参加職員数 82

件数 11 開催数 2 参加人数 24

開催数 9 参加人数 47

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 54 参加職員数 58

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 9 受講職員数 28

134 3 131 34 20 1 参加回数 3 参加職員数 3

211 4 207 54 32 0 件数 640

0 0 0 開催数 36

予防給付 362 4 358 136 60 2

モニタリング 回数 4,956 703

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む）

（内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 61

センター名： 東垂水あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

９



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 428 188 135 187 112 0 287 7 0 18 0 423 73 21 9 17 1,905

うち時間外対応 15 3 5 11 2 0 12 1 0 0 0 5 6 1 0 0 61

来所 47 13 16 18 7 4 18 1 0 14 0 29 2 0 60 0 229

うち時間外対応 7 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 20

訪問 116 29 75 139 60 35 248 8 0 2 0 65 30 15 431 6 1,259

うち時間外対応 5 0 6 8 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 14 1 40

その他 13 6 4 13 9 0 10 0 0 11 0 21 15 63 7 0 172

うち時間外対応 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4

合計 604 236 230 357 188 39 563 16 0 45 0 538 120 99 507 23 3,565

うち時間外対応 28 4 12 24 7 0 15 1 0 0 0 7 6 2 18 1 125

実人数 473 150 173 295 133 39 292 10 0 17 0 364 26 47 507 17 2,543

うち新規人数 371 89 101 213 101 34 192 6 0 4 0 261 16 15 464 10 1,877

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 4 参加人数 46

延件数 0 0 1 0 0 1 開催数 1

実人数 0 0 1 0 0 1 回数 0 参加人数 0

会議数 0 参加人数 0

３．広報啓発・緊急対応 開催数 6 参加人数 48

回数 65 対象人数 770 会議数 27 参加職員数 36

回数 50 対象人数 473 会議数 35 参加職員数 41

件数 8 開催数 2 参加人数 45

開催数 4 参加人数 33

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 36 参加職員数 36

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 5 受講職員数 15

80 1 79 15 2 2 参加回数 22 参加職員数 27

148 6 142 23 2 1 件数 752

0 0 0 開催数 8

予防給付 275 5 270 76 8 3

モニタリング 回数 4,811 454

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む） （内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 62

センター名： 垂水名谷あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

1
0



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 337 22 120 153 48 0 98 1 0 3 0 353 94 11 55 10 1,305

うち時間外対応 20 0 4 3 1 0 2 0 0 0 0 21 4 0 3 0 58

来所 60 7 21 24 10 0 10 0 0 0 0 26 5 6 58 6 233

うち時間外対応 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8

訪問 47 1 31 51 6 2 35 0 0 0 0 73 26 2 67 1 342

うち時間外対応 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 7

その他 7 2 6 3 2 0 4 0 0 1 0 9 5 4 9 0 52

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

合計 451 32 178 231 66 2 147 1 0 4 0 461 130 23 189 17 1,932

うち時間外対応 25 1 4 5 1 0 2 0 0 0 0 27 5 0 4 0 74

実人数 427 23 142 205 61 2 119 1 0 1 0 187 23 21 185 13 1,410

うち新規人数 321 23 109 143 57 2 98 1 0 1 0 105 8 20 178 12 1,078

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 3 参加人数 46

延件数 0 0 0 0 0 0 開催数 0

実人数 0 0 0 0 0 0 回数 3 参加人数 6

会議数 1 参加人数 20

３．広報啓発・緊急対応 開催数 5 参加人数 34

回数 43 対象人数 889 会議数 19 参加職員
数 22

回数 39 対象人数 773 会議数 41
参加職員
数 42

件数 0 開催数 4 参加人数 60

開催数 6 参加人数 66

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 19
参加職員
数 19

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 30
受講職員
数 67

44 0 44 19 1 0 参加回数 0
参加職員
数 0

33 1 32 13 3 2 件数 272

0 0 0 開催数 4

予防給付 135 0 135 56 7 1

モニタリング 回数 1,372 185

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む）

（内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 63

センター名： 平磯あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

1
1



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 416 64 65 55 23 6 43 0 0 32 4 20 46 5 0 73 852

うち時間外対応 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

来所 80 11 11 5 8 2 5 3 0 7 1 2 6 2 91 8 242

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

訪問 85 9 26 96 23 28 13 5 0 18 5 7 27 3 439 20 804

うち時間外対応 6 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12

その他 21 0 3 8 1 0 1 1 0 20 0 10 17 0 0 5 87

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 602 84 105 164 55 36 62 9 0 77 10 39 96 10 530 106 1,985

うち時間外対応 10 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17

実人数 474 68 95 111 46 33 59 9 0 44 10 34 38 10 527 79 1,637

うち新規人数 376 45 72 68 38 31 36 8 0 18 10 23 17 4 527 55 1,328

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 5 参加人数 72

延件数 3 3 1 0 0 7 開催数 2

実人数 3 3 1 0 0 7 回数 2 参加人数 11

会議数 7 参加人数 71

３．広報啓発・緊急対応 開催数 14 参加人数 220

回数 57 対象人数 1,818 会議数 17 参加職員数 33

回数 15 対象人数 520 会議数 65 参加職員数 88

件数 1 開催数 1 参加人数 6

開催数 12 参加人数 102

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 32 参加職員数 32

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 9 受講職員数 70

172 6 166 21 4 0 参加回数 25 参加職員数 43

252 7 245 13 5 1 件数 440

0 0 0 開催数 32

予防給付 464 7 457 67 16 0

モニタリング 回数 7,282 1,137サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む）

（内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 64

センター名： 本多聞あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

1
2



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 7 31 1,945 2,585 21 20 4,766 100 33 290 1 439 6 4 81 128 10,457

うち時間外対応 0 3 174 196 0 0 214 3 0 27 0 49 1 1 3 9 680

来所 0 0 92 129 0 1 101 6 0 9 0 28 0 1 24 5 396

うち時間外対応 0 0 3 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10

訪問 0 10 628 856 5 11 2,917 56 6 102 1 134 5 13 267 13 5,024

うち時間外対応 0 1 37 31 0 0 15 2 4 7 0 4 0 0 5 1 107

その他 1 2 171 210 3 0 305 14 2 30 0 41 1 14 9 15 818

うち時間外対応 0 1 20 19 0 0 18 0 0 2 0 6 0 0 1 2 69

合計 8 43 2,836 3,780 29 32 8,089 176 41 431 2 642 12 32 381 161 16,695

うち時間外対応 0 5 234 249 0 0 249 5 4 37 0 60 1 1 9 12 866

実人数 5 5 535 1,611 16 18 4,141 46 4 86 1 257 9 28 299 76 7,137

うち新規人数 4 4 207 640 13 13 775 24 2 29 1 141 7 13 248 61 2,182

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 1 参加人数 14

延件数 0 0 0 0 0 0 開催数 0

実人数 0 0 0 0 0 0 回数 1 参加人数 2

会議数 0 参加人数 0

３．広報啓発・緊急対応 開催数 4 参加人数 45

回数 5 対象人数 68 会議数 14 参加職員
数 18

回数 2 対象人数 25 会議数 7
参加職員
数 7

件数 0 開催数 3 参加人数 35

開催数 4 参加人数 31

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 23
参加職員
数 23

管理数 うち新規数 うち継続数
うち委託
数

委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 9
受講職員
数 9

108 3 105 15 0 1 参加回数 24
参加職員
数 24

77 2 75 9 0 0 件数 2,465

0 0 0 開催数 128

予防給付 293 6 287 62 7 0

モニタリング 回数 3,101 888サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む）

（内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 65

センター名： 舞子台あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

13



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 701 43 158 367 21 7 68 13 0 1 4 40 903 25 59 0 2,410

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

来所 175 18 45 29 8 1 21 0 0 1 0 6 3 9 159 0 475

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

訪問 113 8 42 57 11 5 36 6 0 0 1 20 10 13 78 0 400

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 22 2 4 8 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 4 0 53

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,011 71 249 461 40 13 135 19 0 2 5 69 916 47 300 0 3,338

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

実人数 413 50 111 171 24 6 64 5 0 1 3 32 21 25 278 0 1,204

うち新規人数 179 27 47 67 14 4 26 3 0 1 2 14 5 18 274 0 681

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 2 参加人数 31

延件数 0 5 0 0 0 5 開催数 1

実人数 0 5 0 0 0 5 回数 2 参加人数 9

会議数 2 参加人数 10

３．広報啓発・緊急対応 開催数 11 参加人数 120

回数 70 対象人数 1,393 会議数 18 参加職員数 20

回数 28 対象人数 683 会議数 12 参加職員数 58

件数 1 開催数 3 参加人数 32

開催数 4 参加人数 35

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 8 参加職員数 8

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 14 受講職員数 28

88 2 86 56 8 1 参加回数 12 参加職員数 12

80 1 79 37 5 1 件数 1,212

0 0 0 開催数 4

予防給付 240 3 237 155 25 2

モニタリング 回数 1,464 209サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む） （内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 66

センター名： 神陵台あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

1
4



資料１－１

4 月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 1,302 3 246 33 7 1 102 0 7 67 6 81 51 13 2 33 1,954

うち時間外対応 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 10

来所 205 2 49 2 1 0 7 2 0 11 0 9 5 1 122 4 420

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

訪問 168 1 32 81 12 8 90 1 0 22 0 58 58 1 149 9 690

うち時間外対応 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

その他 27 0 4 7 0 0 3 0 1 13 0 9 9 0 0 3 76

うち時間外対応 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

合計 1,702 6 331 123 20 9 202 3 8 113 6 157 123 15 273 49 3,140

うち時間外対応 6 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 3 15

実人数 862 6 211 63 10 7 106 3 1 30 6 96 38 10 273 35 1,757

うち新規人数 642 4 135 15 6 6 35 2 1 5 5 29 10 1 263 10 1,169

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス
事業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 2 参加人数 14

延件数 1 2 1 0 0 4 開催数 1

実人数 1 2 1 0 0 4 回数 4 参加人数 8

会議数 4 参加人数 30

３．広報啓発・緊急対応 開催数 7 参加人数 19

回数 49 対象人数 675 会議数 17 参加職員数 25

回数 22 対象人数 406 会議数 79 参加職員数 116

件数 5 開催数 2 参加人数 40

開催数 4 参加人数 29

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 20 参加職員数 21

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち同一法人
への委託数

委託数のう
ち新規数

回数 3 受講職員数 3

132 12 120 22 1 1 参加回数 9 参加職員数 16

122 5 117 5 0 0 件数 176

0 0 0 開催数 17

予防給付 333 5 328 48 6 0

モニタリング 回数 5,471 645サービス担当者会議 回数

セルフ型
（要介護者含む）

（内数）ケース検討会

介護予防支援

総合事業のサービ
スのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの 地域主催の会議等

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

　　地域ケア会議

（内数）協議体機能を有するもの

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

包括的・継
続的ケアマ
ネジメント

センター番号： 67

センター名： 舞子あんしんすこやかセンター

令和5年度 年間

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

総合相談支援 介護予防支
援・介護予防
ケアマネジメ

ント

権利擁護

1
5



資料１-１

59 60 62 63 65 66 67

桃山台 塩屋
東垂水

※１

東垂水

※２

垂水名

谷
平磯

本多聞

※３

本多聞

※４
舞子台 神陵台 舞子

高齢者数 434,947 65,136 4,848 5,117 6,613 4,307 7,335 3,023 9,417 4,956 6,294 5,904 7,322

高齢化率 29.1% 30.8% 34.1% 31.1% 33.3% 29.9% 29.9% 29.3% 35.9% 31.1% 25.7% 24.9% 33.7%

※市外転出入・死亡により、数が一致しない場合がある。

・圏域別高齢者数（令和6年3月31日現在）

・センター別実数  （令和6年3月31日現在）

※１：青山台、東垂水町（中、西）、塩屋町６丁目、美山台、乙木、王居殿、城が山、泉が丘、東垂水

※３：学が丘、本多聞、舞多聞東１丁目、小束山本町、小束山、小束山手、多聞町字小束山、名谷町（概ね小束山以北）

※４：星が丘、星陵台、清水が丘、舞子坂、舞子陵

1

61

垂水区合計神戸市合計

※２：山手２～８丁目、大町、高丸３・４丁目、野田通、馬場通、瑞穂通、清水通、御霊町、中道２～６丁目、
       坂上２～５丁目、川原２～５丁目、福田、向陽

64

舞子あんし んすこ やかセンタ ー    P 15

あんし んすこ やかセンタ ー運営状況

垂水名谷あんし んすこ やかセンタ ー  P 10

平磯あんし んすこ やかセンタ ー    P 11

本多聞あんし んすこ やかセンタ ー   P 12

舞子台あんし んすこ やかセンタ ー   P 13

神陵台あんし んすこ やかセンタ ー   P 14

令和５ 年度実績報告書（ 全市）     P ２

令和５ 年度実績報告書（ 垂水区）    P ４

桃山台あんし んすこ やかセンタ ー   P ７

塩屋あんし んすこ やかセンタ ー    P ８

東垂水あんし んすこ やかセンタ ー   P ９
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平磯あんし んすこ やかセンタ ー    P 10

本多聞あんし んすこ やかセンタ ー   P 11

令和５ 年度実績報告書（ 全市）     P １

令和５ 年度実績報告書（ 垂水区）    P ３

あんし んすこ やかセンタ ー運営状況

桃山台あんし んすこ やかセンタ ー   P ６

塩屋あんし んすこ やかセンタ ー    P ７

東垂水あんし んすこ やかセンタ ー   P ８

垂水名谷あんし んすこ やかセンタ ー  P ９

舞子台あんし んすこ やかセンタ ー   P 12

神陵台あんし んすこ やかセンタ ー   P 13

舞子あんし んすこ やかセンタ ー    P 14
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あんしんすこやかセンター連絡会等の実施状況（令和５年度） 

1. あんしんすこやかセンター連絡会 

開 催 頻 度 ： 月１回 

内 容 ： センター活動報告、保健福祉課等からの情報提供、情報交換 

出 席 者 ： 区保健福祉課、区社会福祉協議会、巡回指導員、 

あんしんすこやかセンター 

 

２．あんしんすこやかセンターワーキング  

開 催 回 数 ： 全４回 

※第２〜４回は区地域ケア会議に向けてのワーキング 

内 容 ： 区地域ケア会議に向けた課題抽出 

出 席 者 ： 区保健福祉課、あんしんすこやかセンター 

 

３．区地域ケア会議 

開 催 日 ： 令和 6 年 2 月 15 日 

内 容 ： 社会参加が乏しい高齢者にむけたアプローチについて検討 

出 席 者 ： 三師会、婦人会、民生委員児童委員協議会、医療介護サポート

センター、ケアマネージャー連絡会、区保健福祉課、 

あんしんすこやかセンター 計 32 名 

 

４．あんしんすこやかセンター圏域地域ケア会議 

延べ 25 回開催（地域の実情に応じて各センター年２〜６回開催） 

内 容 ： 地域ケア会議の意義や目的、地域の現状について参加者間で共

有し、事例を用いた支援内容の検討、認知症に関することや高

齢者の居場所づくり等の地域課題についての話し合い 

主な参加者： 医師会、歯科医師会、薬剤師会、警察署、消防署、民生委員、

自治会、ふれあいのまちづくり協議会、社会福祉協議会、 

えがおの窓口、サービス事業者等 
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あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

桃山台あんし んすこ やかセンタ ー   P 18 

塩屋あんし んすこ やかセンタ ー    P 20 

東垂水あんし んすこ やかセンタ ー   P 23 

垂水名谷あんし んすこ やかセンタ ー  P 26 

平磯あんし んすこ やかセンタ ー    P 31 

本多聞あんし んすこ やかセンタ ー   P 35 

舞子台あんし んすこ やかセンタ ー   P 37 

神陵台あんし んすこ やかセンタ ー   P 40 

舞子あんし んすこ やかセンタ ー    P 42 
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令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号： ５ ９   

 

あんし んすこ やかセンタ ー名： 桃山台あんし んすこ やかセンタ ー  

 

運営管理者名： 石坂 惠美子  

 

令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ 24 時間相談体制も 含む） について 

月曜～土曜の 9 時～17 時 30 分はあんし んすこ やかセンタ ー職員が対応する 。 夜間及び日中

の職員不在時は、 併設の特別養護老人ホームへ電話転送し 対応する 。 夜間等の緊急時の連絡

は、 施設の宿直者、 或いは夜勤の介護職員が対応し 、 必要に応じ 、 あんし んすこ やかセンタ

ーの職員に連絡する 。  

 

２ ． 職員の配置について  

保健師ま たは看護師 1 名、 社会福祉士 1 名、 主任介護支援専門員 1 名、 地域支え合い推

進員 1 名を配置する 。  

 

３ ． 総合相談支援業務について  

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心し てその人ら し い生活を 継続し ていく ために、 高齢者

や家族、 地域住民から の相談を受け、 ど のよ う な支援が必要かを 把握し 、 適切なサービス 、

機関ま たは制度の利用に繋げていく 等の支援を行う 。  

地域診断を行い、 圏域内の特徴を理解し 課題等を分析し 、 地域の特性に応じ たアプロ ーチを

検討し ていく 。  

 

４ ． 権利擁護業務について 

高齢者虐待の相談窓口である こ と 、 報告義務について周知し 、 虐待の早期発見・ 防止に努め

る 。 高齢者虐待対応の手引き に沿って、 全職員が迅速に対応し 、 センタ ー内や関係者間と 連

携し 継続的に支援する 。 地域の集いの場や行事の際にパンフ レ ッ ト を配布し 、 啓発を行う 。  

成年後見制度については、 必要性を感じ たケース については勧奨し 利用につなげる 。  

消費者被害を未然に防ぐ ため、 圏域内の関係者に随時情報提供を 行う 。 消費者被害の疑いの

ある 情報を入手し た場合にはセンタ ーに報告し ても ら う よ う 周知する 。  

 

５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 

区内のセンタ ーと 協働で、関係者間の連携がよ り 円滑に進むよ う ネッ ト ワ ーク 作り に取り 組む。 

圏域全体の地域ケア会議を年２ 回開催し 内容の充実を図り 、 他職種が連携でき る よ う な内容 

を企画・ 運営する 。 事例検討会を中心に意見交換等を行い、 ネッ ト ワ ーク を構築する 。  

ま た、 困難事例等があった場合には、 随時必要なメ ンバーを招集し 個別の事例検討会を開催 

する 。  

介護支援専門員から の相談があれば、 共に考え側面的支援を行う 。  
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６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務について  

本人の生活環境・ 健康状態・ 生活機能低下リ ス ク 等を考慮し た包括的なアセス メ ント を行う 。

自身ででき る こ と を活かし 介護予防に取り 組み、 自立し た日常生活を営むこ と ができ る よ う

支援を行う 。  

圏域内へフ レ イ ル予防の広報を継続し て行い、 高齢者のフレ イ ル予防を促進する 。  

 

７ ． 地域支え合い活動推進事業について  

高齢者が住み慣れた地域で住民同士の見守り ・ 支え合いができ る よ う 、 高齢化の進む地域を

中心にコ ミ ュ ニティ づく り の支援を行う 。  

友愛ボラ ンティ アの連絡会に参加し 、 見守り 対象者の情報共有を 行う 。 必要時には早期に社

会資源等に繋げる 。  

地域住民と 協働し て「 見守り 活動」 から 「 支え合い活動」 へ発展さ せ、 高齢者ができ る だけ

長く 安心し て生活でき る 地域づく り を目指す。  

 

８ ． 認知症に関する 取り 組みについて  

認知症についての勉強会を A 地域住民・ 老人会会員を対象に開催する 。  

介護リ フ レ ッ シュ 教室は年４ 回開催し 、 内容や広報の仕方を工夫し 参加者の満足度アッ プと  

参加人数の維持を目指す。  

自助グループ（ 介護家族の会「 息抜き タ イ ム」） の開催の後援を行う 。  

 

９ ． 民生委員等地域と の連携について  

地域の連絡会等に参加し 、 高齢者の情報を収集・ 管理し 、 把握する 。 相談・ 通報に対し ては、  

早期対応・ 早期解決に努める 。  

地域ケア会議へ参加し ても ら う こ と で地域関係者と 連携し やすい関係づく り を行う 。  

B 地区民生委員と 友愛ボラ ンティ アの連絡会を行える よ う に調整を行う 。  

 

１ ０ ． 医療機関と の連携について 

病院・ 歯科・ 薬局等の医療機関と 積極的に連携し 高齢者の心身状況に合った支援を 行う 。  

地域ケア会議に医師や歯科医師・ 薬剤師・ 病院関係者・ 医療介護サポート センタ ー等に参加

し ても ら い連携し やすい関係作り を行う 。  

 

１ １ ． その他関係機関と の連携について  

フ ォ ーマル、 イ ンフ ォ ーマルに関係なく あら ゆる 機関と の連携を図る 。  

各地域のふれあいのま ちづく り 協議会や自治会、 ま たオレ ンジチームや障害者地域生活支援

センタ ー等と 連携を図る 。  

 

１ ２ ． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について  

適切な情報提供を 行い、 ご利用者及びご家族の意思を尊重し 、 正当な理由なく 特定のサービ

ス 種類やサービ ス 事業者に偏り がないよ う に努める 。  

要支援者が要介護者と なり 居宅介護支援事業所の選定の際には、 ご利用者及びご家族の希望

によ り 選定し ても ら う 。 特に希望する 事業所がない場合には一覧表を提示し 、 選定し ても ら

う 。  
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令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号： 60   

 

あんし んすこ やかセンタ ー名： 塩屋あんし んすこ やかセンタ ー    

 

運営管理者名： 古本 吉洋      

 

令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ 24 時間相談体制も 含む） について 

地域における 保健福祉の拠点と し て、常に公正中立な運営に心がけ、専門職が相互に連携し な

がら 適切な支援を行う 。 研修への参加及び毎朝のミ ーティ ング等で情報共有や事例検討を行い、

センタ ー内の連携を深める こ と でセンタ ーと し て対応でき る 体制と する 。  

営業日においてセンタ ー職員で当番を決め、 常時 1 名は在所する こ と で電話や来所によ る 相談

に対応でき る よ う 努める 。ま た祝日には営業し 土・ 日曜日も 必要に応じ 対応する こ と で就労し て

いる 家族にも 相談し やすい体制をと り 、営業時間外の夜間や土・ 日曜日も 電話転送によ り 介護相

談等に対応でき る 体制を確保する 。  

 

２ ． 職員の配置について  

主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士、地域支え合い推進員の 4 職種を各 1 名以上配置。

地域と の連携を 密にし 適切で迅速な対応が出来る よ う チームアプロ ーチに努める 。介護予防プラ

ン作成担当職員を 2 名配置し 、 センタ ー職員が担当する プラ ン数に配慮し 、 介護予防支援業務

及び地域包括支援業務の双方が円滑に行える よ う にする 。  

職員皆が研修に積極的に参加し 、センタ ー内で復講する こ と でス キルアッ プを図る 。ま た個人情

報保護について神戸市個人情報取扱事務チェ ッ ク リ ス ト を遵守する よ う 定期的にチェ ッ ク する 。 

 

３ ． 総合相談支援業務について  

高齢者が地域で暮ら す上での生活課題を幅広く 把握し 、相談を 受けた際には介護サービス にと

ど ま ら ずイ ンフ ォ ーマルサービス を含むあら ゆる サービス・ 関係機関・ 各種制度の利用に繋げて

いく よ う にする 。 そのためには社会資源情報を収集・ 更新・ 整理を常に行い、 相談者等に対し て

迅速・ 的確な情報提供や支援が出来る よ う にする 。  

ま た、 地域活動への参加及び行政・ 主治医等医療関係者・ 民生委員・ ふれあいのま ちづく り 協議

会・ 自治会・ サービス 提供機関・ 専門相談機関等と 連携でき る 協力体制を築ける よ う にする 。  

 

４ ． 権利擁護業務について 

 成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の理解及び虐待防止研修を 受講し 虐待に関し ての知識

を深め、地域住民に対し 防止の為広報啓発活動を 行う 。発見時や通報を受けた際にはマニュ アル

に則って迅速に対応し 、民生委員や関係機関と 連携し ながら 適切に早期解決に向けた対応がと れ

る よ う にする 。 消費者被害については実例を含め地域住民に対し 防止の為広報啓発活動を 行う 。 

 

５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 
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 高齢者の困り ごと を地域の方が身近に気軽に相談でき る よ う にと 塩屋地域独自の介護相談窓

口のマーク と し て「 し おや介護 SOS」 の運用を開始し て、 地域ケア会議の参加者を中心に意見

を出し 合って運用について改良を重ねてき た。相談者が相談し やすく 認知症など 支援が必要にな

っても 住み慣れた地域での生活が続けら れる 協力体制を継続し ていく 。  

介護支援専門員の個別の相談にも 対応し 、処遇困難事例など必要に応じ て同行訪問等で対応。介

護支援専門員対象に交流をかねた勉強会を年 1 回開催、 必要時には個別課題解決のための事例

検討会等の開催も 検討し 、 介護支援専門員のも つ課題解決に向けて支援する 。  

 

６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務について  

包括的なアセス メ ント を行い、利用者が主体的に関わり 、介護予防に関する 具体的な生活目標

をも って生活でき る よ う なケアプラ ンの作成に努める 。  

委託事業者への適切な介護予防ケアマネジメ ント 業務について助言を行い、センタ ーが責任を持

って、 介護予防支援業務を担う 。  

 

７ ． 地域支え合い活動推進事業について  

居場所の活動継続支援と し て地域で開催し ている ふれあい給食会やふれあい喫茶、その他集い

の場を訪問し て地域の情報や高齢者の情報を収集する と と も に、専門職によ る 地域貢献活動をマ

ッ チングする こ と で必要に応じ た後方支援を行う 。集いの場等の情報を集約し 一覧等を作成し 関

係者が協力し ながら 広報する 事で、閉じ こ も り がちな高齢者の介護フ レ イ ル予防につなげていく 。 

 

８ ． 認知症に関する 取り 組みについて  

認知症対応関連の取り 組み等や認知症支え合い事業について地域に広報する と と も に適時ご

案内する こ と で認知症になっても 安心し て地域で暮ら せる よ う 支援する 。認知症神戸モデルの広

報及び申し 込みが難し い高齢者への支援によ り 適切に診断が受けら れる よ う 支援する 。  

地域での対応が難し い認知症事例について、こ う べオレ ンジチームと 連携する こ と によ り 早期診

断・ 早期対応によ り 住み慣れた地域での生活が継続でき る よ う 支援する 。  

 ふれま ちに認知症声掛け訓練の実施を打診する 。  

 

９ ． 民生委員等地域と の連携について  

年 1 回民生委員と 個別に面談し て、地域の情報や高齢者についての情報交換を行う と と も に、

民生委員や地域から の相談に迅速に対応し 、必要時同行訪問等を行い実態把握によ り 、対応内容

や今後の方針について情報提供のあった民生委員と 情報共有を図る 。  

民生委員が担当する 地域の住民に広報でき る よ う 説明し 広報物を提供し 消費者被害や虐待等の

防止に向けた活動を支援する 。  

地域行事への参加や支援、地域ケア会議への開催・ 関係者への参加の呼びかけ等を通し て地域

と の連携を図る 。  

 

１ ０ ． 医療機関と の連携について 

地域の医療機関及び医療介護サポート センタ ーと 地域課題について共有でき る よ う 地域ケア

会議への参加を 呼びかける 。ま た多職種参加型模擬事例検討会を開催し 、医療機関から の参加を

依頼し 、 地域関係者と の連携を図る 。  

日頃よ り 高齢者の健康管理や急変時の対応ができ る よ う 、主治医へのケアプラ ンの送付や面談を
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通し て、 連携を 密にし ておく 。 入院時においては、 医療機関へ入院連携シート にて情報提供、 退

院時においては、在宅での生活に対する 相談や調整の為の退院時カンファ レ ンス への参加等を通

し て連携を図る 。医療介護サポート センタ ー等が主催する 勉強会に参加し センタ ー内で復講する

こ と でセンタ ー職員のス キルアッ プを図る 。  

 

１ １ ． その他関係機関と の連携について  

地域密着型介護サービス 事業所が開催する 運営推進会議に参加し て、適正な運営に向けての意

見や助言をする と と も に、 地域の情報について発信でき る よ う にする 。  

介護保険関連にと どま ら ず、 相談内容に応じ て行政を含めた相談窓口・ 見守り 協力事業者・ ボラ

ンティ ア等と の連携に努め、 総合相談窓口と し ての役割が果たせる よ う に努める 。  

 

１ ２ ． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について  

高齢者本人・ 家族の意向を尊重し 、 相談に対し ては迅速で、 適切な対応に努める 。 サービ ス が

必要な場合には、 利用者及び家族の意向を確認し た上で、 サービ ス 提供事業者を複数紹介し 、 パ

ンフレ ッ ト 等を 活用し て利用者及び家族が意思決定でき る よ う な説明や援助を行う 。  

特定の事業者や機関に偏る こ と なく 、 地域の多機関と 連携し 、 地域の生活課題の把握や問題解 

決に努める 。  
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令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号：  61  

 

あんし んすこ やかセンタ ー名：  東垂水あんし んすこ やかセンタ ー       

 

運営管理者名：  山崎 晶子    

 

令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ 24 時間相談体制も 含む） について 

要援護者も し く は要援護者と なる 恐れのある 高齢者ま たは家族などへの対応と し て、 24 

時間体制で取り 組みま す。 具体的には、 センタ ーでは担当者の勤務を 8 時から 18 時と し 、  

相談者がいつ窓口に来ら れても 対応でき る よ う にし ていま す。 18 時から 翌朝 8 時において 

は、 併設の施設の事務員ま たは宿直職員が電話対応し ま す。 土・ 日曜日、 祝日、 年末年始も  

交代で勤務し ていま す。 緊急時は緊急対応のマニュ アルに基づき 対応を行える よ う 徹底し 、 

対応困難な場合には、センタ ー内で話し 合いを行い、チームで対応する よ う に努めていま す。 

個人ケース や相談受理し たケース については、誰も が確認し やすいよ う に整理を行いセンタ  

ー内で情報共有し 、必要時は各担当職員に直接連絡をと れる 体制を整えていま す。今後も 緊 

急度に応じ 迅速かつ適切な対応をし 、公正・ 中立の立場を遵守し ながら 事業運営を 行ってい 

き ま す。 ま た引き 続き 感染症対策を 行い、 職員の感染で運営が滞る 事のないよ う 、 勤務調整 

を行いま す。  

 

２ ． 職員の配置について  

  センタ ー職員は、 ①保健師 2 名、 ②社会福祉士 5 名、 ③主任介護支援専門員 2 名、 ④地域

支え合い推進員 2 名、⑤プラ ンナー常勤換算上 0. 8 名を 配置し ていま す。センタ ー業務の質

を向上さ せる ために各種研修に積極的に参加し 、 センタ ー内で復講研修を行っていま す。  

センタ ー内での勉強会も 計画・ 開催し ており 、各職員の資質向上・ 自己研鑽に努めていま す。

定期的に開催さ れる 法人内研修、 センタ ー業務に関連する 外部研修にも 参加し ていき ま す。 

 

３ ． 総合相談支援業務について  

  地域団体や地域住民にセンタ ーの役割を周知し 、早期に相談が入ってく る よ う な体制を構

築し ていき ま す。 地域の行事や会議など に参加する こ と によ り 、 よ り 良い関係を保ち、 相談

し やすい窓口を 目指し ま す。 保健・ 医療・ 福祉等の専門職やボラ ンティ ア等が専門性や能力

を活かし 連携する こ と によ り 、地域の様々な社会資源を 活用し た継続的かつ包括的ケアが行

われる よ う 総合的な相談・ 支援を行いま す。 ま た各種相談に対し 緊急性の判断、 関係者と の

連携がス ムーズにでき る よ う に相談援助技術の向上を行いま す。  

 

４ ． 権利擁護業務について 

  社会福祉士を中心に地域の居宅介護支援事業所・ サービス 提供事業所や民生委員等の関係

機関と 連携を図り 、 高齢者の情報収集に努め、 消費者被害の実態把握を行ないま す。 特に圏

域内での被害については情報が入り 次第、 発生地域周辺を重点的に注意喚起を行ないま す。 



資料２  

24 
 

成年後見制度・ 日常生活自立支援事業に対する 啓発活動についても 、民生委員の定例会等

において積極的に行っていき ま す。  

高齢者虐待については、虐待ケース 発見及び通報時、速やかにセンタ ー内で情報共有を行

い実態把握、 情報収集に努め、 関係機関と の連携・ 役割分担し ながら 対応し ま す。 地域の居

宅介護支援事業所・ サービス 提供事業所や地域の方々にリ ーフ レ ッ ト を用いて高齢者虐待に

ついて知識を深めても ら い、あんし んすこ やかセンタ ーへ早期に相談し て頂ける よ う 、虐待

の防止及び早期発見のための広報啓発を行いま す。  

 

５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 

  地域住民に参加し て頂ける 、小学校区等小さ な単位の地域ケア会議の開催を企画し 、地域

住民と 地域の課題をと も に考え共有でき る よ う にし ま す。  

ま た個別課題解決の地域ケア会議においては、支援内容を検討する こ と によ り 、高齢者の

課題解決に向けて支援する と と も に、ケアマネジャ ーの自立支援に資する ケアマネジメ ント

の実践力を高める こ と ができ る よ う にし ま す。  

地域課題に関し ては、地域ケア会議を重ねる こ と によ り 、地域に共通し た課題を明確にし 、

地域に必要な取り 組みを明ら かにし ま す。  

介護支援専門員を対象と し たケアマネの集いは、年 1 回の開催を目標と し 、制度改正など

によ り 必要と さ れる 知識の習得、各社会資源と 連携体制の構築、専門性のある 視点と 知識を

持った課題解決能力の向上等、 個々の介護支援専門員のス キルアッ プを図り ま す。  

地域の介護支援専門員が抱える 処遇困難事例については、相談内容に応じ た情報提供や同

行訪問、 関係機関に対し 協力を得る こ と で問題の改善・ 解決に繋げ、 その後も 経過を定期的

に確認し ま す。  

 

６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務について  

心身機能をふま え自助・ 互助に焦点を当て、介護が必要な状態になる こ と を予防し ま す。

本人がよ り 主体性を 持っ て活発に地域で生活が継続でき る こ と を目指し 、 本人の状態像を

適切にアセス メ ント し 、 介護保険サービス だけではなく 、 イ ンフ ォ ーマルサービ ス にも 着

目し 、 個別性のある プラ ンを立案し ま す。  

 

７ ． 地域支え合い活動推進事業について  

地域で暮ら す高齢者へ適切な情報提供に向けて、地域にある イ ンフォ ーマル資源の整理・

実態把握を行いま す。ま た住民同士が支えあえる 体制づく り に向けて、地域に不足し ている

イ ンフォ ーマル資源を見いだし 、地域課題と し て住民と 共有する 機会を持ちながら 、住民主

体の居場所づく り など 、イ ンフォ ーマル資源の開発を支援し ま す。緊急時の対応がス ムーズ

にいく よ う 地域住民の方も 交え、住民同士で見守り あえる 体制づく り について、引き 続き 話

し 合う 機会をも ちま す。ま た早期にフレ イ ル状態を発見でき る よ う 、地域住民へアプロ ーチ

し ま す。  

 

８ ． 認知症に関する 取り 組みについて  

   でき る だけ早い段階から 認知症の方やその家族に対する 相談が入る 体制を作る 為、認知症

サポータ ー養成講座の推進や、 認知症声かけ訓練、 神戸モデルの啓発、 認知症支え合い事業

の活用を 行い、 地域の方の認知症への理解を深めま す。 ま た、 認知症の方を支援し ていく た
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め、 地域ケア会議等を 通じ て、 各関係機関と 協働し 、 地域における 医療・ 介護の連携を進め

ていき ま す。こ こ 数年開催し ていない地域での認知症声掛け訓練の実施に向け、アプロ ーチ

を行いま す。  

  

９ ． 民生委員等地域と の連携について  

地域の連絡会や行事に積極的に参加し 、民生委員をはじ めふれあいのま ちづく り 協議会等

と の関係維持に努めま す。民生委員へフレ イ ル予防の啓発を行い、支援が必要な高齢者の早

期発見に向けた取り 組みを共に考えま す。一人暮ら し や老々世帯が増加し ていく 中で、民生

委員と 同行訪問を行う 等協力し 、問題解決に取り 組んでいき ま す。新たに関係のでき た自治

会へ、 センタ ーの役割の広報を行い、 早期に相談が入る よ う 関係づく り に努めていき ま す。 

 

１ ０ ． 医療機関と の連携について 

地域の医療機関にセンタ ーの役割（ 地域の総合相談窓口、 高齢者虐待の通報窓口） を 理

解し ても ら う よ う に努めま す。 個別ケース については、 必要に応じ 直接医療機関へ伺い、

現在の状況及び予後について医学的見地から の情報を 収集し ま す。 ま た引き 続き センタ ー

が主催する 地域ケア会議等において、 医師・ 歯科医師・ 薬剤師・ 医療介護サポート センタ

ー等と 連携し 、 協働でき る よ う 働き かけを行っていき ま す。  

 

１ １ ． その他関係機関と の連携について  

センタ ーが円滑かつ効率的に事業内容を推進し 、自立支援・ 重度化予防の観点から サービ

ス が提供でき る よ う に行政をはじ め、 保健・ 医療（ 医院・ 病院等）・ 福祉関係（ 居宅介護支

援事業所・ サービス 事業者等） 機関や地域の関連団体（ ふれあいのま ちづく り 協議会・ 婦人

会・ 自治会・ 老人会・ 見守り 協力事業者等） と 協働し ま す。  

認知症によ る 困難事例や在宅医療が必要な事例などは、必要な制度や医療機関につなげる

こ と ができ る よ う 、 オレ ンジチームへの相談も 実施し ながら 円滑に行っていき ま す。  

ま た地域ケア会議を活用し 、 地域の課題を共通認識し 、 各関係機関と 共に取り 組み、 地域

包括ケアを目指し ていき ま す。  

 

１ ２ ． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について  

センタ ーの運営にあたっ ては、 提供さ れる サービス が、 正当な理由なく 特定の種類又は

特定のサービス 事業者に偏る こ と がないよ う に定期的に確認し ま す。  

要支援者が要介護状態と なった場合、 利用者・ 家族の意向を確認し 、 希望する 居宅介護

支援事業所を選定し ても ら いま す。 特に希望する 事業所がない場合は居宅介護支援事業所

リ ス ト を提示し 選択し ても ら い、 特定の事業所に偏る こ と がないよ う 留意し ていき ま す。  
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令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号（ ２ 桁）：  ６ ２    

 

あんし んすこ やかセンタ ー名：  垂水名谷あんし んすこ やかセンタ ー  

 

運営管理者名：  屋部 伸子    

 

令和 6 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ 24 時間相談体制も 含む） について 

・ 同一法人の運営する 特別養護老人ホームの２ ４ 時間体制機能を活かし て、 日祝日夜間も 含

めた 24 時間相談を 受け付け、ま た迅速に対応出来る 様に主たる 対応者への連絡系統を文章

で明確化し 、 職員にも 連絡網を配布し 周知を図る 。  

・ 緊急性が高い利用者（ 単身・ 老老世帯者等） の緊急連絡先の確認を行う 。  

・ 担当者不在の場合でも 対応出来る 様、4 職種で常日頃から ミ ーティ ング等で情報共有を 行な

う と 共に専門職種と し てのそれぞれの経験や知識を活かし たチームアプロ ーチの観点で業

務を遂行する 。  

・ 法人内の定期的な管理者会議を通じ て、 報告・ 連絡・ 相談体制の充実を図り 、 困難事例を

含め課題・ 目標に対し て組織的に取り 組む。  

・ 包括ソ フ ト の伝言板機能等を活用し 、 情報伝達や共有が漏れなく 行える よ う に取り 込む。  

・ 神戸市よ り 提供さ れた月報の相談対応実績入力表を参考に入力様式を作成し 、 業務改善や

負担の軽減が出来る よ う に取り 組む。  

・ 新型コ ロ ナ感染症予防対策（ マス ク の着用、 手洗い等） は、 令和 6 年度も 継続し て実施す

る 。  

・ 災害時には災害時対応ガイ ド ラ イ ンや予防支援事業者の業務継続計画を活用し 法人内でも

平常時よ り 連携し 、 運営体制が確保でき る よ う にする 。  

 

２ ． 職員の配置について 

・ 資格・ 職歴、 経験年数等を十分に考慮し 、 地域包括支援センタ ー業務に適し た職員配置を

する と 共に、 それぞれの職員において社内研修や社外研修への参加・ ま たセンタ ー内で復

講研修を行う こ と で資質向上・ 技術を磨く 為の取り 組みを積極的に行っていく 。  

 

３ ． 総合相談支援業務について  

新規相談対応及び専門的・ 継続的相談支援を行う 。 高齢者や家族・ 民生委員、 近隣住民等か

ら の介護全般の相談に対応する 。 入院や入所、 退院や退所に対する 相談対応を行う 。  

・ 電話相談だけでなく 、 急な来訪者にも 対応でき る よ う に 1 名以上の職員が在室でき る よ う

に体制を取る 。  

・ 総合相談に対し てセンタ ー職員で情報共有し 、 緊急性や必要な情報を判断し 方向性を検討

し た上で対応する 。  

・ 過去に受けた相談が検索でき る よ う 、 遡って相談データ を入力し 、 データ ベース を作成す

る 。  

・ 新規で相談を 受理し たも のは excel データ に入力し 、 再相談への対応をス ムーズに行う 。  

・ 支援者や近隣と のネッ ト ワ ーク を活用し 、 高齢者世帯への戸別訪問や実態把握を 行う 。  

 



資料２  

27 
 

・ 相談内容に即し たサービス や制度に関する 情報提供を行う ために、 ゆっく り と わかり やす

い言葉で説明する こ と を心がける 。  

・ 地域で開催さ れる 夏祭り にて、センタ ーの広報や認知症広報啓発、相談窓口の機会を設け、

多世代の地域住民に啓発活動を行う 。  

 

４ ． 権利擁護業務について 

① 権利擁護全般 

・ 地域住民や民生委員、 介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決でき ない困難

な状況にある 高齢者が安心し て生活ができ る よ う 専門的・ 継続的に支援を行う 。  

 

② 成年後見制度・ 福祉サービス 援助事業の活用促進 

・ 高齢者の判断能力の状況等を把握し 、 成年後見制度の利用が必要なケース であれば、 申し

立てが速やかに行える よ う 支援する 。 ま た、 成年後見制度を普及さ せる 為にパンフ レ ッ ト

等を活用し 、 給食会や地域行事、 地域ケア会議等を通じ て広報啓発を行う 。  

 

③ 高齢者虐待への対応 

・ 地域住民、 地域の支援者に対し て、 高齢者虐待に関する 正し い知識の理解を周知する ため

にパンフ レ ッ ト 等を用いて地域行事等で啓発する 。 又、 居宅介護支援事業者に対し ても 研

修を通じ て、 高齢者虐待防止の基本的視点、 相談・ 通報について周知を図り 、 早期発見・

見守り ネッ ト ワ ーク の構築に努める 。  

・ 相談窓口と し てセンタ ーの周知徹底や介護リ フ レ ッ シュ 教室への参加を促す事で、 高齢者

虐待を未然に防ぐ こ と が出来る よ う 取り 組む。 ま た、 介護リ フ レ ッ シュ 教室の対象者リ ス

ト を作成し 、 開催内容や開催場所に合わせて参加の呼びかけができ る よ う 工夫する 。  

・ 虐待の相談・ 通報・ 届出を受理し た場合、 センタ ーで組織的に判断、 垂水区保健福祉課へ

即時報告し 、 各関係機関と 連携を図る 。 原則、 複数のセンタ ー職員が訪問によ る 事実確認

を行い、 区と 支援計画を策定し ながら 状況に即し た適切な対応を取る 。  

 

④ 困難事例への対応 

・ 高齢者やその家庭に重層的に課題が存在し ている 場合や高齢者自身が支援を拒否し ている

場合等の支援困難事例を把握し た際にはセンタ ー職員が相互に連携を図る 。 関係機関、 地

域住民、 区保健福祉課等と のネッ ト ワ ーク を活用・ 協力を得ながら 支援方針や善処策を検

討し 、 見守り 等の必要な支援を行う 。  

・ ヤングケアラ ーの把握、 情報提供を行う 。 介護支援専門員等から 相談を受けた際は迅速に

情報収集を行い、 垂水区保健福祉課へ相談する 。 ま た、 地域行事や民生委員定例会などに

おいて地域住民に対し ても ヤングケアラ ーの広報啓発を行い認知度の向上に取り 組む。  

 

⑤ 消費者被害の防止 

・ 消費者被害を 未然に防止する ため、 介護保険課や神戸市生活情報センタ ーから の情報を民

生委員、 介護支援専門員、 訪問介護員等と 共有する 。  

・ 住民や関係機関から 被害報告の相談を受けた場合は神戸市へ報告し 、 神戸市消費生活セン

タ ーへ相談、 家族や支援者と も 協議し ながら 役割分担を行い、 対応する 。  

・ 給食会や地域行事等で被害情報を匿名化し て地域住民へ注意・ 啓発活動を行う 。  
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５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 

① 地域の現状把握と 地域づく り  

・ 令和 6 年度は B地区を重点地区と し てセンタ ー職員で地区踏査を実施し 、 地域の変容や特

徴について把握する 。 収集し た情報をま と めて地域診断を実施し 、 地域活動計画書の作成

に活用する 。  

 

・ B地区は昨年度、 認知症相談が多く かつ支援困難なケース が続いたため、 認知症高齢者への

支援について事例を使い地域ケア会議にて検討する こ と を計画する 。  

・ A地区にて令和 4 年度から 100 円喫茶が開始と なり 一年が経過し 、令和 5 年度には後方支援

や地域ケア会議を開催し 、 新たな集いの場の必要性について話し 合いを実施。  

・ A地区での地域ケア会議の末、 令和 5 年 9 月から『 体操の会』 の立ち上げと 運営のための後

方支援を実施。  

・ 地域診断では、 圏域を 7 つの地区に分けて人口や高齢化率の経年変化をグラ フ化し 、 地域

の特性などをま と める 。 センタ ーに寄せら れる 相談内容についても 分析、 圏域の特徴を明

ら かにし 、 地域課題を抽出する 。  

 

② サービス 提供事業者等について 

・ 運営推進会議に参画し 、 該当する サービ ス 事業所が地域に密着し たよ り 良いサービス が提

供でき 、 地域住民の理解・ 協力が得ら れる 様に関わり を持つ。  

 

③ 地域における 介護支援専門員のネッ ト ワ ーク の活用、 指導・ 助言 

・ 令和 5 年度に作成し た「 イ ンフ ォ ーマルサービ ス 」 一覧を充実する よ う 、 令和 6 年度は喫

茶や移送サービス を提供し ている 団体から 情報収集し 、 情報をま と めて地域のケアマネや

地域団体など に配布し 必要に応じ て団体と のネッ ト ワ ーク 構築を図る 。  

・ 地域の介護支援専門員が抱える 支援困難事例について、 適宜センタ ーの各専門職や地域の

関係者や関係機関と の連携の下、 具体的な支援方針を検討し 、 指導助言等を行う 。  

 

６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務について 

・ 個々の高齢者の心身の状況や生活環境に応じ た総合的かつ効果的な、 本人の視点に立った

ケアプラ ンと し て高齢者自身が「 自分のも の」 と 認識でき る マイ ケアプラ ンを作成する と

と も に、 サービス の提供を確保し 、 状態が改善さ れたか目標の達成状況の評価を行い、 必

要に応じ てケアプラ ンの変更を行う 。  

・ 介護予防プラ ンを通じ て個別的相談助言を行う 。  

 

７ ． 地域支え合い活動推進事業について 

・ 民生委員と の顔の見える 関係作り を構築する こ と で、 個々の見守り から 地域住民同士で支

え合う 体制を推進し ていく 。  

・ ふれあいのま ちづく り 協議会、 民生委員主催の各給食会や住民主体のカフ ェ へ必要時、 参

加等を通し て、 活動状況の情報把握、 共有・ 顔の見える 関係、 交流を図る こ と のでき る 場

づく り と し て、 継続支援を行う 。  

・ 垂水区の坂道の多い特性を踏ま え、 フレ イ ル予防・ 改善に対する 取り 組みを実施する 。  

・ 地域支え合い推進員は、 垂水区社会福祉協議会と 連携を取り ながら 、 垂水区内の推進員等

と 輪番制で定期的に高齢者向けの生活情報紙と し て『 ニコ ニコ はあと 』 を 4 ヶ 月に 1 度発

行する 。  
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８ ． 認知症に関する 取り 組みについて 

・ 神戸市、 垂水区保健福祉課、 垂水区社会福祉協議会、 医療介護サポート センタ ー、 オレ ン

ジチームや区内あんし んすこ やかセンタ ーと 協働し 、 地域支援者や主治医、 認知症サポー

ト 医等の医療機関、 各関係者と も 連携を図る 。  

① 多世代の認知症理解 

・ 夏祭り に継続し て参加し 認知症啓発に関する チラ シの配布を行い多世代への認知症理解の

促進を目指す。  

・ 令和 4 年度よ り C地区の地域福祉センタ ーのト ラ イ やる ウ ィ ーク に参加し ている 中学生や

地域住民と 共に、 認知症高齢者声かけ訓練や地域ケア会議を開催し 、 多世代で認知症高齢

者への関わり を学習。 令和 6 年度も C地区のト ラ イ やる ウ ィ ーク に合わせて、 高齢者声掛

け訓練や認知症理解への取り 組みを企画予定。  

 

② 神戸市安心登録事業について 

・ 神戸市安心登録事業を継続し 、 必要な対象者が利用でき る よ う にし ていく 。  

 

９ ． 民生委員等地域と の連携について 

① 地域見守り 活動の支援 

・ サービス につながっていない高齢者について実態把握のリ ス ト を作成する 。 令和 5 年度か

ら は、 A地区の困難ケース が多い大型集合住宅について高齢者の実態把握リ ス ト を 作成し 、

地域行事への参加勧奨などのツ ールと し て活用する 。  

・ 民生委員・ 児童委員協議会と 連携し 、 小地域支え合い連絡会の開催運営を行い、 民生委員

と 地域の高齢者の情報を交換・ 共有する 。  

 

② 相談・ 通報対応 

・ 相談・ 通報があった場合は、 センタ ー職員は必要時民生委員と 連絡を取り 合い、 内容を十

分に把握し たう えで同行訪問を行い、 対象者への支援が必要と 思われる 場合は内容に合わ

せて家族や関係機関等に引き 継ぐ 。  

・ 緊急時は家族や垂水区保健福祉課、 垂水区社会福祉協議会等と 連携をと り ながら 、 必要に

応じ て緊急時の対応を行う 。  

 

１ ０ ． 医療機関と の連携について 

・ 病院や主治医等を含めた医療機関でのカンファ レ ンス 、 サービス 担当者会議への参加・ 開

催をする 。  

・ 医療機関主催の研修会や事例検討会へ参加し 、 顔の見える 関係作り や医療知識、 実践対応

のス キルアッ プを地域の介護支援専門員と 共に図る 。  

・ 精神障害のある 高齢者やその家族について、 垂水区保健福祉課や垂水区社会福祉協議会、

障害者支援センタ ーと のケース 検討を行う 。 精神科医や、 障害者支援センタ ーなど 各専門

家と 対応方法など について話し 合い、対象者に対し て適切な対応ができ る よ う にし ていく 。 

・ 病院や主治医から の相談に対し て、 高齢者の在宅での生活情報・ 地域情報を伝達する こ と

で、 退院後の生活がよ り 安定する よ う 連携を強化する 。  

・ 地域ケア会議等に医療職の参加を依頼し 、 在宅生活を送る う えでの意見交換を実施。  

 

１ １ ． その他関係機関と の連携について 

・ イ ベント のポス タ ーやチラ シ配り を通じ て商店などへセンタ ー広報や介護予防普及啓発活

動を実施する 。  
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・ 高齢者見守り 事業の協力事業者やイ ンフ ォ ーマルサービス 事業者、 有償ボラ ンティ ア団体

等と の情報交換を通じ て高齢者の見守り 体制を強化する 。  

・ 災害時に対応でき る 様に地域の関係機関や法人と 平常時よ り 連携を行い地域の防災ネッ ト

ワ ーク へも 参加し 、 有事の際は災害時対応ガイ ド ラ イ ンを活用し 防災・ 減災に繋がる よ う

に努める 。  

 

 

１ ２ ． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について 

・ 適切な情報提供に基づく 利用者の意思決定を尊重し 、 公平・ 公正な介護予防マネジメ ント

の確保が行える よ う 努める 。  

・ 介護予防ケアマネジメ ント 対象者が要介護状態になった場合に、 居宅介護指定事業所や施

設入所先の選定について、 利用者の希望を優先し 、 希望がない場合はセンタ ーよ り 、 指定

居宅介護支援事業所リ ス ト を掲示し 利用者に選択し ても ら う よ う に支援する 。 サービス 事

業者についても 適切な情報提供を行う 。  

・ 正当な理由がなく 、 特定の事業者が提供する サービス に偏ら ないよ う 努める 。 地域行事等

にて講師を依頼する 際にも 、 同様と する 。  
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令和 6 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号： 63 

 

あんし んすこ やかセンタ ー名：  平磯あんし んすこ やかセンタ ー   

 

運営管理者名：  鶴本 和香   

 

令和 6 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ ２ ４ 時間相談体制も 含む） について 

① 同一法人の運営する 特別養護老人ホームの２ ４ 時間体制機能を活かし て、夜間も 含

めた２ ４ 時間相談を受け付け、 ま た迅速に対応出来る 様に連絡系統を明確化し 、 職

員にも 周知を図る 。  

② 前日の相談内容、 地域活動の内容等、 毎朝のミ ーティ ングで情報共有、 検討を行な

う 。ま た専門職種と し てのそれぞれの経験や知識を活かし た意見を発言でき る よ う

にする 。  

③ 上記が実践でき る よ う に職員個人と センタ ー全体のス キルアッ プをする 。  

・ 外部の必要な研修の参加と センタ ー内では定期的にテーマを決めた勉強会を併設

居宅と 合同で行う 。 又事例検討会も 必要時開催する 。  

④ 個人情報保護の為に、 個人情報の重要性を認識し 個人情報保護法等を遵守する 。  

 

２ ． 職員の配置について 

「 地域包括ケア」 を実現する ために看護師、 主任介護支援専門員、 社会福祉士、 地域

支え合い推進員の４ 職種を配置する 。 ま た、 ４ 職種が個々の専門性を活かし チームア

プロ ーチを行いながら 事業を展開し ていく 。  

 

３ ． 総合相談支援業務について 

① 本人、 家族、 近隣住民、 民生委員等から の様々な相談を受け、 的確に状況判断し 必

要に応じ て実態把握のための訪問実施、適切な機関やサービス に繋げる よ う に努め

る 。  

② 相談者自身で解決でき る も のは、 必要な情報を提供し 自己解決をし ていただく 。 必

要に応じ て関係機関へ繋ぐ 。  

③ 継続的・ 専門的に対応する 必要がある ケース は、 定期的な実態把握を行い個別の支

援を行う 。  

④ 要介護認定と サービス 利用の相談があった場合は要望だけを聞く だけではなく 、な

ぜ受けたいのかを紐解く 対人援助ス キルを活かすこ と ができ る よ う にする 。     

 

４ ． 権利擁護業務について 

① 成年後見制度の活用について 

  地域行事の参加者に対し て、 制度の広報に努める と 共に、 身寄り のない高齢者を

はじ め、 必要な高齢者の申し 立て支援に努め、 区・ 神戸市成年後見支援センタ ー・
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リ ーガルサポート センタ ー等の関係機関と 連携する 。  

② 虐待への対応について 

  センタ ーが相談・ 通報を受理し た場合、 早急にセンタ ー内で協議し 実態把握（ 情報

収集） を複数で行う 。『 高齢者対応の手引き 』 に即し て対応方針を区と 検討する 。  

  地域行事の参加者に対し て、 パンフレ ッ ト やＤ Ｖ Ｄ 等を 用いて、 高齢者虐待につい   

て広報周知活動を開催し 、 地域住民の認知を広げる 。  

③ 消費者被害の防止について 

  地域行事の参加者に対し て、KOBE く ら し のレ ポート 資料等を用いて、消費者被害に

遭わないために周知する 。 ま た、 地域での消費者被害の情報を 把握し 住民に提供す

る こ と で生活ト ラ ブルや消費者被害を予防する 。  

  適宜地域支え合い推進員情報誌『 ニコ ニコ はあと 』 で消費者被害について掲載する

こ と での周知を 図る 。  

  

５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 

① 包括的・ 継続的なケア体制 

・  医療・ 保健、 福祉・ 介護の関係者、 民生委員、 ボラ ンティ アなど の連携体制を構築

する 為に多職種の専門性を理解し 顔の見える 関係性を強化する 。  

・  イ ンフォ ーマルなサービス についても 、 社会資源が円滑に活用でき る よ う 情報収集

に努め適切に情報を提供する 。  

②  地域における 介護支援専門員のネッ ト ワ ーク の活用や資質向上について 

・  居宅の介護支援専門員が日常的な業務を行う にあたり 、 勉強会・ 情報共有や相談し

やすい環境づく り に努め、 個別のケアプラ ン作成への助言やサービス 担当者会議開

催の支援等、 専門的な視点（ 専門職種と の連携） で個別指導、 相談に対応する 。  

③  支援困難事例等への指導・ 助言について 

・  介護支援専門員が抱える 困難事例について、 ４ 職種の協働のも と アセス メ ント を行

い具体的な支援方法を検討し 、 同行訪問も 含め指導助言等を行う 。 ケース によ って

は個別地域ケア会議を 開催する 。  

 

６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務 

① 高齢者の自立を 支援する ための考え方と し て、（ 1） ケアマネジメ ント の基本の再確認

（ 2） ケアマネジメ ント プロ セス の協働化（ 3） イ ンフォ ーマル資源と ケアマネジメ ント

が示さ れている 。 こ の視点をも ちケアマネジメ ント し ていく 。  

② 利用者が住み慣れた地域で安心し て自立し た生活ができ る よ う なプラ ンを立てる 。「 本

人ができ る こ と はでき る だけ本人が行う 」 こ と を 基本と し 、本人の意思決定を大切に生

活意欲を引き 出すよ う 心がける 。 さ ら に、 具体的な目標を明確にし 、 利用者に応じ た効

果的な支援計画を作成する 。 なお、 指定居宅介護支援事業者に委託する 場合、 神戸市の

「 適切なケアを マネジメ ント の指標」に従い、要件を満たし ている かど う かを 確認する 。

ま た自立支援に資する ケアマネジメ ント が行えている かの視点でアセス メ ント 、マイ ケ

アプラ ンを確認し ていく 。  

③ 介護予防の必要性が理解でき る よ う なマネジメ ント を行い、フ レ イ ル状態にある 利用者

に対し てはフ レ イ ル改善通所サービ ス など を プラ ン に位置付ける 事ができ る よ う に心

掛ける 。 介護予防（ フ レ イ ル予防） に関する 普及啓発を 行う ため、「 いき いき はつら つ
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自分ら し く 」 等の配布や説明、 有識者等によ る 講演会や相談会等の企画など、 介護予防

の普及啓発と し て効果がある と 認める 事業を適宜実施する 。  

④ 居宅介護支援者、 主治医、 民生委員等関係機関と 連携し 、 効果的なケアマネジメ ント を

実施する と 共に、 地域や個人の新たな課題を分析し 、 地域づく り に活用し ていく 。  

⑤ 居宅の介護支援専門員等から 担当利用者が介護保険サービス 利用終了時には、地域での

見守り 体制希望の有無について情報提供が得ら れる 様に周知を図り 、希望のある 場合は

対応する と 共に報告を行う 。  

 

７ ． 地域支え合い活動推進事業について 

高齢化の実情を自分たちの問題と し て理解し 、 自主的な取り 組みが行える よ う 働き かけ、

地域の支え合い体制づく り を推進する 。  

① 地域診断にて地域課題の整理、地域の高齢者生活支援ニーズ把握と 事業者、商業施設、

商店街、 住民などの自主的活動も 含めた社会資源の把握を行う 。  

② 地域住民や関係者と 地域課題の共有化を図り 、 地域のネッ ト ワ ーク を 構築する 。  

③ 地域行事など へ積極的に参加し 、 地域の様々な団体等と の顔の見える 関係づく り を強

化する 。  

④ 地域ケア会議にて抽出さ れた地域に求めら れる 社会資源（ 居場所づく り 等） を創設す

る ために、 リ ーダー、 ボラ ンティ ア等の発掘、 マッ チング方法を垂水区社会福祉協議

会と 協働で行う 。  

⑤ 生活情報提供等について、 支え合い推進員は、 垂水区社会福祉協議会と 連携を取り 、

区内の推進員等と 定期的に高齢者向けの生活情報を情報紙と し て『 ニコ ニコ はあと 』

を発行し 、 配布は、 高齢者宅訪問時や民生委員を通じ て行う 他、 ふれあい給食会等の

地域行事、 地域福祉センタ ー等において行う 。  

 

８ ． 認知症に関する 取り 組みについて 

① 地域の中で認知症を正し く 理解し 、 対象者を 見守る ための啓発を行う ため、 認知症サ

ポータ ー養成講座を年 1 回は開催する 。  

② 認知症神戸モデルの普及啓発に努め、 対象者を早期に発見し 専門医に繋ぎ認知症の進

行を 防ぎ適切な支援を受ける こ と が出来る よ う に努める 。 又繋ぐ こ と が困難である ケ

ース 等は認知症初期集中支援チームと 連携する 。  

③ リ フ レ ッ シュ 教室を通じ て家族の介護負担軽減等の支援に努める 。  

④ 認知症支援事業を普及さ せる 。  

 

９ ． 民生委員等地域と の連携について 

① 民生委員・ 児童委員・ 友愛訪問員と 小地域支え合い連絡会において、 勉強会（ 地域包

括シス テム、 介護保険制度など ） や事例検討会等を開催し 、 連携と 信頼関係の構築に

努める 。  

② 住民活動の中心的役割を担っている ふれあいのま ちづく り 協議会、関係団体（ 老人会、  

  婦人会、 自治会など ） と 連携し 、 高齢者の声かけ訓練の実施、 フ レ イ ル予防啓発・ 広

報活動等を行う 。  

 

１ ０ ． 医療機関と の連携について 
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① 「 地域包括ケ ア」 の構築にあたり 病院の地域医療連携室（ ソ ーシャ ルワ ーカ ー、 看     

護師等） や地域の居宅介護支援事業所、 訪問看護・ リ ハビ リ 、 介護関係者と の相互の

連携を 強化し 安心し た在宅生活のための多職種のシス テム構築、 医療と 介護の円滑な

連携シス テムを 構築する 。  

② 医療介護サポート センタ ー主催の研修会の参加、 情報共有し 連携を継続する 。  

③ 認知症の早期発見、 早期治療が可能と なる 為に迅速に医療に繋ぐ よ う 主治医と の連携  

を図る 。  

④ 地域ケア会議へ専門職と し ての助言する 役割を担っても ら える よ う に日頃から 顔が見

える 関係づく り を行う 。  

 

１ １ ． その他関係機関と の連携について 

① 多世代の地域住民、 民生委員や他の地域団体、 行政、 警察署、 消防署、 専門家、 NPOや

イ ンフ ォ ーマルグループ等を 含めた関係機関と の連携を 図り 、 地域の高齢者を支える

ネッ ト ワ ーク の構築に努める 。  

② 圏域内の見守協力事業者に働き かけを 行い「 認知症の人にやさ し いま ちづく り 」 の啓

発、 フ レ イ ル予防啓発、 センタ ーの広報活動に努める 。  

 

１ ２ ． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について 

① センタ ーは「 公益的な機関」 と し て、 介護保険法及び各種法制度を 遵守し 公正で中立

性の高い事業を 行う 。  

② 介護サービ ス 事業所等の紹介や指定介護予防支援業務の委託先の選定を行う 際には事

業者の適切な情報の提供を行い利用者の意思を尊重し 自己決定によ り 選べる よ う に努

める 。  
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令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号：  64   

 

あんし んすこ やかセンタ ー名：   本多聞あんし んすこ やかセンタ ー            

 

運営管理者名：   涌元 宣明      

 

令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ 24 時間相談体制も 含む） について 

月曜～土曜、祝日の 9 時から 17 時 30 分はあんし んすこ やかセンタ ー職員で対応する 。緊急及び

職員不在になる 場合には、 併設居宅への応援体制を整える 。 夜間帯・ 日曜日は、 併設の特別養護

老人ホームの宿当直者が対応し 、必要に応じ てあんし んすこ やかセンタ ーの職員に連絡が入り 対

応する 。宿当直者は相談援助業務を行う こ と が出来る 有資格者を配置し 、住民から の相談に適切

に対応する 。  

 

２ ． 職員の配置について 

「 地域包括ケア」 を実現する ために、 看護師・ 保健師、 主任介護支援専門員、 社会福祉士、 地域

支え合い推進員を配置。虐待ケース や困難ケース の対応は、４ 職種がそれぞれ専門分野から 意見

を出し 合い、「 チームアプロ ーチ」 を行う 体制を構築する 。  

2 圏域に分かれ業務を行う こ と を基盤にし ながら 、重点的に対応が必要なケース においては両圏

域で把握し 柔軟な対応を行える よ う 情報共有を行いま す。  

 

３ ． 総合相談支援業務について 

相談者、 内容については年々多様化し ており 、 高齢者本人・ ご家族の介護問題だけでなく 、 精神

疾患や認知症があり 、近隣ト ラ ブルが生じ ている ケース なども 出てき ていま す。すぐ の解決が難

し い場合も あり 、 問題が重症化し てから 相談に来る ケース が多く なっていま す。  

一緒に考えていく 姿勢を持つ事で、 身近に感じ ても ら え、 地域に根付いたセンタ ーを目指し 、

関係機関と 連携を取り 情報共有を行い、 地域住民の困り ごと を早期発見・ 解決（ 対応） でき る よ

う に努めま す。  

 

４ ． 権利擁護業務について 

外出や他者交流の機会が減少し 、高齢者を狙う 特殊詐欺や悪徳商法などの消費者被害が後を絶ち

ま せん。 ま た、 介護者の負担も 大き く なり 、 高齢者虐待に至る リ ス ク が高ま っていま す。 権利侵

害を未然防止する ため、 注意喚起や見守り を、 民生委員や地域の連絡会、 介護関係事業者と 協力

し 、 啓発活動に努めま す。  

 

５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 

高齢者がどのよ う な状態であっても 地域社会の一員と し て、住み慣れた地域で自分ら し く 生活が

でき る よ う 、医療や他の専門職及び地域と の協働を行い、助け合える 地域と し てのネッ ト ワ ーク

構築を目指し ま す。  
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圏域内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員を 対象に知識・ 技能の向上を目指す研修や勉強会

の開催し ま す。ま た個別ケース の相談に対し て後方支援を行う こ と で利用者や地域住民への援助

につながる よ う 体制を整えま す。  

 

６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務について 

高齢者一人一人が多種多様な視点で地域資源を活用し て、住み慣れた地域でその人ら し く 生活が

でき る よ う に支援し ていき ま す。ケアマネジメ ント において、高齢者自身の心身の状況や生活習

慣・ 趣向など に応じ た目標を と も に考え、 自己選択でき る よ う に情報を発信し ていき ま す。 フレ

イ ル予防・ 改善のための社会参加や健康づく り 活動ができ る よ う に支援し ま す。  

 

７ . 地域支え合い活動推進事業について 

地域住民へ把握し た集いの場など地域資源情報を 提供し 、参加を促すよ う に支援し ま す。圏域内

居宅へ共有し て、 地域と の繋がり ができ る よ う に橋渡し し ていき ま す。   

  

８ ． 認知症に関する 取り 組みについて 

認知症の方の尊厳が保持さ れ、希望をも って暮ら し 続けら れる ま ちづく り の実現のためには、認

知症の方と そのご家族に対する 理解の促進や、安心し て暮ら せる 地域の社会資源の充実が必要で

す。 そのために、 若年層を含む幅広い世代へむけた認知症サポータ ー養成講座や声掛け訓練、 認

知症神戸モデルの啓発を行い、 認知症の理解を深めても ら える よ う 支援し ま す。 ま た、 地域と の

共生を 目指し 、 地域に密着し た商業施設と 連携し たり 、 地域住民が交流でき る 集いの場などで、

社会参加の必要性についてフ レ イ ル予防啓発活動を推進し ていき ま す。  

 

９ . 民生委員等地域と の連携について 

地域活動に参加し 、民生委員と 顔の見える 関係、連携し やすい関係性を作っ ていく よ う 努めま す。

地域のキーパーソ ンになっている 住民と も 連携し て高齢者の生活を支援し ていき ま す。  

          

10． 医療機関と の連携について 

医療介護サポート センタ ーと 協力し 圏域のケアマネージャ ーが医療と の連携がス ム ーズにと れ

る よ う に研修の情報を発信し ま す。ま た、困難なケース などは圏域内の協力し ていただける 医療

機関と 連携を取り ながら 課題解決に向かいま す。  

 

11. その他関係機関と の連携について  

認知症や精神疾患等の周辺症状の影響によ っ て起こ る 近隣ト ラ ブルの相談が増加し ている 現状

に伴い、 住宅管理会社や警察など関わっている 関係機関と の連携を深めていき ま す。  

高齢者に関わる 商業施設や見守り 協定を結んでいる 企業と 協力し 、高齢者の方々が住み慣れた地

域で暮ら し ていける よ う に連携を図っていき ま す。  

 

12． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について 

あんし んすこ やかセンタ ーは公益性の高い機関である こ と をセンタ ー職員が自覚し 、特定事業所

へ偏る こ と なく 、 利用者の利益を最優先に公正・ 中立な立場で活動し ま す。  
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令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号：  65    

 

あんし んすこ やかセンタ ー名：  舞子台あんし んすこ やかセンタ ー    

 

運営管理者名：  福井 順久    

 

令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ 24 時間相談体制も 含む） について 

  ・ センタ ーが開所さ れている 時間帯は当番を 決めて職員が常駐し 、 来所、 電話の相談を  

   対応する 。 ま た、 センタ ーへの電話を転送で受ける 携帯電話も 用いて、 24 時間、 365 日

相談を受ける 。  

  ・ センタ ー内の緊急時対応マニュ アルに基づき 、 危機介入や緊急対応を要すケース にも  

   組織的な援助を実践する 。  

  ・ 職員はセンタ ーの運営方針、 運営要綱、 実施要領、 各業務マニュ アルに基づいて業務を行

なう 。  

 

２ ． 職員の配置について  

  ・ 保健師、 主任介護支援専門員、 地域支え合い推進員、 社会福祉士を配置する 。 センタ ー 

   職員は相互に連携し 、 チームで業務にあたる 。  

・ 研修内容をセンタ ー業務の中で実践する 為に、 研修を受けた職員によ る センタ ー内復講 

研修の後に、センタ ー職員間で研修内容の活用が見込ま れる 現場について意見交換を行う 。 

  ・ センタ ー内のケース カンファ レ ンス で必要時に実施する 「 支援計画の協同立案」 や 

「 援助プロ セス の共有」 も 通じ て、 全職員がケース 支援に関する 資質向上に取り 組む。  

  ・ 毎日開催する 朝のミ ーティ ング、 週に 1 回開催する 4 職種ミ ーティ ングも 通じ て、  

センタ ー内の職員が十分に連携し 、 高齢者、 高齢者の家族、 集団、 地域に対し て効果的 

な援助を実践する 。  

   

３ ． 総合相談支援業務について  

  ・ イ ンテーク 後に継続支援が必要と 判断し たケース ではアセス メ ント を実施し 、  

   ク ラ イ エント が抱える 生活問題と 、 ク ラ イ エント の生活力を把握する 。  

  ・ 個別性を 担保し て相談援助業務を対応する 為にも 、 ケース アセス メ ント を丁寧に行う 。  

  ・ ク ラ イ エント が抱える 生活問題を解決する 為に、 フ ォ ーマル、 イ ンフ ォ ーマルを問わず、 

問題を解決する 上で効果的な社会資源にク ラ イ エント を 繋ぐ 。  

 

４ ． 権利擁護業務について 

・ セルフ ネグレ ク ト の状態で生活し ている 高齢者に対し ては、 専門機関と も 連携し 、 対象 

高齢者の基本的人権を擁護する 。  

  ・ 高齢者虐待対応のケース では、 高齢者虐待防止法に基づき 、 養護者支援も 対応する 。  

   養護者支援を出来る だけ円滑に対応する 為にも 、養護者の生活アセス メ ント にも 注力する 。 
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  ・ 成年後見制度の利用を支援し たケース では必要に応じ て、 専門職法定代理人と 被後見人 

（ 被保佐人、 被補助人） 間のラ ポール形成も 支援する 。  

    

５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 

  ・ 公益性、地域性、共同性の視点を踏ま え、ケアマネジャ ーから の相談対応を引き 続き 行う 。  

  ・ 今年度も 「 ケアマネよ も やま 話（ 圏域内のケアマネジャ ーが集ま る 場）」 を開催し 、 ケア  

マネジメ ント 実務や社会資源等の情報交換を行う 。  

  ・ センタ ーは、 改定さ れる 各種社会保障制度や認知症高齢者が増加し ていく 社会情勢に 

順応し 、 居宅介護支援事業所と の連携の中で、 高齢者が心身の状況の変化に応じ た社会 

資源を活用する こ と が出来る 地域環境を維持する 。  

 

６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務について  

    ・ 個別訪問の他、 民生委員や自治会等の地域関係者から 、 介護予防の取組みが必要な人を  

把握する 。  

  ・ 介護保険法、 あんし んすこ やかセンタ ー事務マニュ アル、 介護予防ケアマネジメ ント  

マニュ アルを遵守し て、 介護予防ケアマネジメ ント 業務を実施する 。  

  ・ 委託によ る 介護予防ケアマネジメ ント 業務が円滑に行われる 為に、委託先居宅から の相談 

   に対応する 他、 社会資源情報を委託先居宅と 適時共有する 。  

 

７ ． 地域支え合い活動推進事業について  

・ 各民児協地区で小地域支え合い連絡会を 年 2 回開催する 。  

   センタ ーから 広報を行い、民生委員等と 地域で暮ら す高齢者に関する 情報交換や地域課題 

   について話し 合う 。  

  ・ 地域の支え合い活動を支援する ため、 地域と の関係づく り に努める と と も に、 様々な 

   地域課題に対する 地域団体等の福祉活動を 支援する 。 ま た、 協力事業者によ る 高齢者 

見守り 活動等と の連携も 図っていく 。  

  ・ 地域での見守り が困難な地域や高齢者に対し て、介護サービス の導入や地域の見守り 体制 

   への移行等、 援助の方向性が決ま る ま では暫定的な見守り 訪問を行なう 。  

 

８ ． 認知症に関する 取り 組みについて  

  ・ 高齢者の神戸モデル（ 認知機能検診、 認知機能検査） の活用を支援し 、 早期診断と  

   早期治療に繋ぐ 。  

  ・ 介護リ フ レ ッ シュ 教室について、 居宅介護支援事業所、 民生委員児童委員協議会、  

   市営住宅集会所、 U R、 協力事業所（ 郵便局、 薬局、 鍼灸院、 コ ープ） 等に、  

   幅広く 広報し 、 同教室への新規参加を促す。  

  ・ センタ ー職員がオレ ンジカフ ェ にて情報提供や相談対応を行なう こ と で、参加者に認知症 

   の理解を 促すと と も に、 本人、 家族、 地域住民の繋がり がも てる よ う に支援を行なう 。  

 

９ ． 民生委員等地域と の連携について  

  ・ 民生委員等と 対象高齢者の情報交換を行う 他、 地域課題に関する 話し 合いを 行なう 。  

  ・ 民生委員や自治会の方の負担が過度になら ないよ う 、 自助、 互助だけでは生活が立ち行か

ないケース では、 活用が見込ま れる フォ ーマルサービス に速やかに高齢者を繋ぐ 。  
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１ ０ ． 医療機関と の連携について 

   ・ 個別ケース の支援を通じ て、 医療機関と の連携を深めていく 。 自宅での生活状況や 

    生活課題を医療機関に情報提供する こ と で、 適切な医療に繋ぐ 。  

   ・ 認知症初期集中支援事業の活用によ り 、 認知症の人へ早期介入し 、 適切な医療と 支援に 

繋ぐ 。  

   ・ 医療介護サポート センタ ーと の連携によ り 、 医療機関と のネッ ト ワ ーク を 図る 。  

 

１ １ ． その他関係機関と の連携について  

   ・ 高齢者が住み慣れた地域で営む尊厳のある 生活を可能にする 為、 必要時は法律の 

専門機関と も 連携する 。  

   ・ 老人会、 婦人会、 自治会、 N PO の他、 普段高齢者と 接点のない PTA や青少協等の 

    住民団体と も 繋がり 、 地域の高齢者の見守り や必要時のセンタ ーへの連絡について 

協力を依頼する 。同取り 組みも 通じ て、生活に困難を抱える 高齢者を出来る だけ早期に 

発見し 、 必要な援助に繋ぐ 。  

   ・ B 地区の X 区域は、 認知症が原因で生活問題が重篤化し た状態でセンタ ーが介入する  

ケース が同地区の他の区域に比べて多い。 同区域のアセス メ ント の一環と し て、  

関係する 民生委員、 自治会、 住民、 介護保険事業所と 連携し 、 地域課題について 

話し 合う 機会を 持つ。  

 

１ ２ ． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について  

   ・ センタ ーの運営費用が介護保険料や国・ 地方公共団体の公費によ って賄われている  

こ と をセンタ ー職員は十分に認識し て業務に取り 組む。管理者を含む全職員が同事項を  

確認する 機会を 、 年に数回センタ ー内でも つ。  

・ センタ ー業務の実施にあたり 、 高齢者に提供さ れる サービス ・ サポート が、 特定の 

事業所に理由なく 偏る こ と がないよ う 、 公正・ 中立性を確保する 。  
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令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号：  66  

 

あんし んすこ やかセンタ ー名：  神陵台あんし んすこ やかセンタ ー         

 

運営管理者名：   清水 英子     

 

令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ 24 時間相談体制も 含む） について 

・運営時間は月曜から金曜（午前 8 時半～午後 5 時半）土曜日（午前 9 時～午後 5 時）として祝日も

運営する。日曜日と年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の休日や運営時間外、訪問等でセンター内が

不在となる場合は管理者が転送電話で対応を実施する。 

・災害時においては 4 職種を中心として可能な限り出務し相談支援に努める。 

 

２ ． 職員の配置について  

・センター職員は、①主任介護支援専門員１名、②社会福祉士 1 名、③保健師（看護師）1 名、 

④地域支え合い推進員 1 名、⑤介護予防プラ ンナー１ 名、 加配で社会福祉士１ 名、 看護師１ 名

を 配置し、福祉・医療の多様な相談に対して各々の専門知識・経験を活かしてチームアプローチで

センター事業の円滑な推進を図っていく。 

 

３ ． 総合相談支援業務について  

・ 高齢者の多種多様な相談を 総合的に受け止め、 尊厳ある 生活の継続のために必要な資源に

繋ぎ支援する 。  

・ 商店会の中の立地を 活かし 、 神戸市から の様々な情報を発信し てセンタ ーの広報・ 啓発活

動を行い、 高齢者にと って身近な相談し やすいセンタ ーと なれる よ う 取り 組む。  

・ すべての相談内容は職員間で速やかに情報共有を 行い、 チームアプロ ーチを行う 上で必要

なカンフ ァ レ ンス やミ ーティ ングを実施し 、 専門職間で連携を図り 円滑に支援する 。  

 

４ ． 権利擁護業務について 

・ 高齢者虐待、 消費者被害に関し て報告や相談があった場合には関係機関と 連携を図り 速や

かに情報収集と 事実確認を行い垂水区保健福祉課に報告し チームアプロ ーチにて対応する 。  

・ 成年後見制度について啓発活動を行い相談については適切な機関に繋ぐ 、 ま た金銭管理が

困難と なってき た独居高齢者に対し ては日常生活自立支援事業に繋ぐ などの支援を 行う 。  

 

５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 

・ 圏域内にて定期的なケアマネ連絡会の開催によ り ケアマネジャ ーの交流を深める こ と で連

携を強化、 情報を 共有し ケアマネジメ ント の質の向上を 目指し 、 地域の多様な社会資源を

活用し 介護予防の視点で関われる よ う 支援する 。  

・ ケアマネジャ ーが抱える 困難ケース や地域内の解決困難な事例には地域の多様な職種で関
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わり 支援する 。 ま た地域課題と し て地域ケア会議で検討し 問題解決に向けて努力する 。  

 

６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務について  

・ 自立支援を尊重し 生き がいをも った暮ら し ができ る よ う 支援し 、 介護予防ケアマネジメ ント

に地域資源やイ ンフォ ーマルサービス を位置づけ、 地域で支え合う 基盤が構築でき る よ う 取り

組む。  

 

７ ． 地域支え合い活動推進事業について  

・ 地域住民が健康測定会など で医師、 薬剤師、 医療・ 介護関係事業所と 気軽に相談でき る シス テ

ムを作り フレ イ ル予防に繋げていく 。  

・ 地域で高齢者が孤立し ない見守り ネッ ト ワ ーク づく り のため多職種間の顔の見える 関係性を作

り 連携力を強化し ていく  

 

８ ． 認知症に関する 取り 組みについて  

・ 認知症の早期発見・ 早期対応にむけた取り 組みと し て、 自治会、 小学校単位で認知症について

考える 機会を作る 。認知症について正し い知識を 持ち、認知症を地域で支える こ と ができ る よ う

な地域づく り を 目指す。  

 

９ ． 民生委員等地域と の連携について  

・ 地域支えあい推進員が各地域の定例会や小地域連絡会に参加し て、各地域の関係者と の関係性

を作り 、 ニーズや課題を共有する 。 課題に対し て一緒に考え、 地域主体で取り 組める よ う な環境

を作る 。  

 

１ ０ ． 医療機関と の連携について 

・ 圏域内の医療機関や薬局と 顔の見える 関係性を 作る 。 センタ ーの役割を理解し ても ら い、 認知

症対策などの協力依頼を行う 。病院の地域医療連携室と の連携によ り 円滑な入退院調整や医療か

ら 介護へ切れ目ない支援を行う 。  

・ 誰も が参加し やすい「 暮ら し の保健室」 のよ う な気軽に医師や薬剤師、 看護師などの医療職に

相談、 繋がる 機会をつく る 。  

 

１ １ ． その他関係機関と の連携について  

・ 集いの場支援者のサポート 、 N PO 法人と の連携によ り 社会資源づく り の後方支援を行う 。  

・ 高齢者の安否確認、 早期対応に向けて、 住宅管理会社、 新聞各社等見守り 協力事業者と 連携を

行う 。  

 

１ ２ ． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について  

・ 神戸市の委託を請け負う 事業者と し ての責任を 意識し て活動する  

・ 相談者に適切かつ最新の情報が提供でき る よ う 、 研修会の参加によ り 自己検査に努める  

・ 毎日のミ ーティ ングによ り 情報提供や意見交換を行い、 偏った支援になら ないよ う 配慮し 、 公

正中立な援助ができ る よ う 努める 。  
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令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業計画書 

 

センタ ー番号： 67   

 

あんし んすこ やかセンタ ー名： 舞子あんし んすこ やかセンタ ー   

 

運営管理者名： 高屋 純子 

 

令和６ 年度あんし んすこ やかセンタ ー事業において、 以下のと おり 取り 組みま す。  

 

１ ． 運営体制（ 24 時間相談体制も 含む） について 

センタ ーの営業時間は月曜日～土曜日（ 祝日含む） 9 時から 17 時 30 分と し 、 時間外や日曜日

及び年末年始 12 月 31 日から 1 月 3 日については、 母体法人が設置し ている 舞子の施設（ 24 時

間体制） と 連携を取り 、 相談対応ができ る 体制を 継続する 。 ま た、 センタ ー長が常時事業所携帯

を持つこ と によ り 緊急時対応に備える 。  

２ ． 職員の配置について  

主任介護支援専門員 1 名、 社会福祉士 2 名、 保健師 1 名、 地域支え合い推進員 1 名を配置し 、

福祉・ 医療の多様な相談に対し て各々の専門知識・ 経験を生かし てチームアプロ ーチで地域包括

支援センタ ー事業の円滑な推進を図っていく 。  

地域住民と 連携し た見守り 活動の継続、住民主体のフレ イ ル予防活動、地域づく り に向けた支援

を行う 。  

３ ． 総合相談支援業務について  

地域の住民が安心し て暮ら せる よ う 、支援体制を 整え、長期間安定し た生活を送る こ と ができ る

よ う に努める 。 地域の総合相談窓口と し て、 多様な相談に対応でき る よ う に、 地域資源の情報を

整理し 、積極的に地域を訪れ顔の見える 関係を築く こ と で、住民が気軽に相談でき る 環境を作り

っていく 。 地域に訪問し た際には、 住民の声に耳を 傾け、 こ ま めに記録を残すこ と で課題を抽出

する 。相談受付内容については、データ 管理を行い地域の特性を把握し 、適切な対策を検討する 。

ま た、 丁寧なフォ ロ ーアッ プを心がけ、 切れ目のない対応を行う 。 高齢者の多様化する 課題に対

応する ため、他機関と のつながり を大切にし 、相談内容に応じ て適切な情報提供や関連機関への

連絡役を担う 。  

 

４ ． 権利擁護業務について 

高齢者虐待や消費者被害、 成年後見制度に関する 普及啓発を継続的・ 積極的に行う 。 日頃から 民

生委員をはじ めと する 各地域団体や居宅介護支援事業所、サービス 事業所、医療機関等と 情報交

換を行い、 身近な相談窓口と し て認知さ れる こ と で、 早期相談・ 早期介入に繋げる 。         

ま た、悪質商法被害防止に向けた取り 組みを警察や生活情報センタ ーと 連携し 、定期的に被害状

況を地域やサービス 事業所に周知する こ と で、 適時情報発信する 。  

虐待（ 疑いを含む） の通報があった場合、 迅速に実態を把握し 、 高齢者の安全を確保する 。 原則

と し て複数名で対応し 、関係機関や行政と 連携を 密に取り 、定期的かつ随時にセンタ ー内で情報

共有を行い、各専門職の特性を生かし て適切な対応を行いま す。個人情報については特に慎重に

取り 扱い、 客観的な視点から 冷静に対応し ま す。  

ケアマネジャ ーの支援にも 力を注ぎ、支援者が疲弊し ないよ う に後方支援を行う 。定期的な評
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価を実施し ながら 、 センタ ー全体と し て連携に努める 。  

 

５ ． 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 業務について 

地域の社会資源やイ ンフ ォ ーマルサービス については幅広く 情報収集に努め、情報の更新を行い、

相談対応時や各関係機関と の共有に活用する 。  

ま た、地域診断を通じ て地域の具体的な課題を抽出し 、小規模な地域ケア会議で個別事例や典型

事例の検討を重ねる こ と によ り 地域の特性やニーズを把握する こ と で、住民が積極的に地域づく

り に参加でき る よ う 、 各団体と 連携を継続し ていく 。  

 

６ ． 介護予防ケアマネジメ ント 業務について  

「 自立支援」 の観点から 、 高齢者本人が持つ力についてき め細やかなアセス メ ント を実施し 、 各

関係機関と 連携をと り ながら 根拠を持ったケアプラ ンを立案する 。  

 地域に積極的に出向き フレ イ ル予防の普及啓発を行い、住民への意識付けを行う 。無関心層や

閉じ こ も り がちな方にも 地域と のつながり を持っ て頂ける き っかけ作り を地域と 共に模索し 、専

門職の協力も 得ながら 地域での取り 組み支援を継続し ていく 。  

 ま た、元気な高齢者が地域の中で役割を発揮でき る 機会を増やせる よ う 地域のニーズ把握やマ

ッ チングを区社会福祉協議会と 連携をと り ながら 行い、 健康寿命の延伸を目指す。  

７ ． 地域支え合い活動推進事業について  

住民同士の支え合いや見守り が円滑に行える 仕組みを定着さ せ、地域全体で見守り 活動を 推進し

ていく こ と を目指す。 さ ら に、 各関係機関と のネッ ト ワ ーク をさ ら に深めて、 地域の安心・ 安全

を共に実現し ていく 。  

さ ら に、 こ ども ・ 若者ケアラ ーの支援についても 、 地域の関係機関と 連携し 、 少し でも 多く の子

ど も ・ 若者ケアラ ーを発見し 、 適切な支援を行える よ う 努める 。 情報共有や課題整理を 通じ て、

迅速な対応を実現し 、 関係機関と 連携し ながら 支援を展開し ていく 。  

実態把握事業においても 切れ目のない支援を行い、必要な場合にはセンタ ー内で情報共有を行い

ながら 、統一さ れた対応を取り 、専門性を活かし ながら 適切な関係機関や制度につなげる タ イ ミ

ングを見極める 。  

 

８ ． 認知症に関する 取り 組みについて  

認知症の人にやさ し いま ちづく り 条例に基づく 「 神戸モデル」 の普及啓発を継続し 、 早期受診の

推奨や安全に生活し て頂く ための環境整備について情報発信し ていく 。  

地域支え合い事業が円滑に展開でき る よ う 地域に働き かける 。  

幅広い世代の地域住民や協力事業者等に「 認知症サポータ ー養成講座（ キッ ズサポータ ー養成講

座） や「 認知症高齢者見守り 訓練」 を実施し 、 地域全体で認知症に理解と 対応を深める ための啓

発活動を行う 。 日頃の相談対応については、 医療機関や認知症サポート 医、 オレ ンジチーム等と

連携をと り 、 早期受診や適切な治療及び介護の提供に必要な環境整備を進めていく 。  

 

 

９ ． 民生委員等地域と の連携について  

民生委員から の相談には引き 続き 丁寧かつ迅速に対応し 、信頼関係を深めてス ムーズな連携体制

を構築する 。 高齢化が進む中で、 民生委員も 支援者と し て孤立し ないよ う 、 顔の見える 関係性を

築く こ と に努める 。 個人情報保護の観点を守り つつ、 民生委員と ケアマネジャ ー、 介護保険事業
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所と の連携をス ムーズかつ効果的に行える 体制を 目指し ていく 。  

ま た、 ふれあいのま ちづく り 協議会や老人会、 婦人会などの地域団体と も 日頃から 接点を持ち、

顔の見える 関係性を構築し 、 気軽に相談でき る 存在と なる よ う 努力する 。  

 

 

１ ０ ． 医療機関と の連携について 

地域の高齢者が健康で安心し て自立し た生活を送れる よ う かかり つけ医や専門医によ る 受診の

重要性を周知し 、 日頃から 健康に配慮し た生活が送れる よ う 支援する 。  

 ま た、 個別事例検討や日常的な関わり の中で３ 師会やリ ハビリ 職・ 栄養士等を意識し 、 接点を

多く 持つ中で日頃の連携がス ムーズに行える 関係性作り を心掛ける 。各区に配置さ れている 医療

介護サポート センタ ーと も 積極的に連携を図り 、 多職種連携を図る 。  

 

１ １ ． その他関係機関と の連携について  

地域の高齢者を 取り 巻く 様々な課題に対応する ため、ふれあいのま ちづく り 協議会構成団体、サ

ービス 事業所、 介護医療サポート センタ ー、 N PO 法人、 ボラ ンティ ア、 すま いる ネッ ト 、 専門

職団体、 店舗、 銀行、 郵便局、 協力事業者等地域に関わる 幅広い機関と の連携に努める 。  

地域づく り の活動過程の中で、連携がと れる 機関を増やし ていき 、よ り 幅広い団体と の連携の下

センタ ーの対応力向上を目指し ていく 。  

 

１ ２ ． 公正かつ中立な業務の運営を確保する ための措置について  

適切な情報提供を行う こ と で、高齢者の意思決定を支援し 、正当な理由なく 特定の事業所に偏り

が生じ ていないか検証する 機会を持ち、 公正中立な業務の運営に努めていく 。 ま た、 要支援者が

要介護になった場合には、引き 継ぎ先を高齢者の意思に基づいて選ぶこ と ができ る よ う 必要な情

報提供を行う と 共に「 指定居宅介護支援事業所の選定における 確認書」 を確実にと る 。  

 

 

 

 


